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【事務連絡者氏名】 取締役　半田　紗弥

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
（行使価格修正条項付新株予約権付社債券等 ）

【届出の対象とした募集金額】 （株式）
その他の者に対する割当　　　　　 　 149,200,000円
（第７回新株予約権証券）
その他の者に対する割当　　　　　　 　 4,446,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
て 払 い 込 む べ き 金 額 の 合 計 額 を 合 算 し た 金
額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 326,646,000円
（第８回新株予約権証券）
その他の者に対する割当　　　　　　　 20,790,000円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
て 払 い 込 む べ き 金 額 の 合 計 額 を 合 算 し た 金
額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,041,390,000円
 
（注）新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
は、全ての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定
して算出された金額です。
行使価額が修正された場合には、新株予約権証券の発行価額
の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計
額を合算した金額は増加又は減少する可能性があります。ま
た、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及
び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約
権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込
むべき金額の合計額を合算した金額は減少する可能性があり
ます。

【安定操作に関する事項】 　該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 
 

 
１ 【新規発行株式】

 

種類 発行数 内容

普通株式 900,000株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であります。
なお、当社の単元株式数は100株であります。

 

（注）１．本有価証券届出書による募集（以下「本第三者割当」といいます。）は、2024年10月30日（水）に
         開催された取締役会決議によります。       
     ２．振替機関の名称及び住所は次のとおりです。

名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ―

その他の者に対する割当 900,000株 149,200,000 74,600,000

一般募集 ― ― ―

計(総発行株式) 900,000株 149,200,000 74,600,000
 

(注) １．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本

金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は、74,600,000円であります。

(2) 【募集の条件】
割当対象者（大都(香港)實業有限公司）

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

179 89.5 100株 2024年11月15日 － 2024年11月15日
 

 
割当対象者（株式会社ＪＭＥ、株式会社ＭＪ、株式会社海越商事、偉潤国際株式会社）

発行価格(円) 資本組入額(円) 申込株数単位 申込期間 申込証拠金(円) 払込期日

162 81 100株 2024年11月15日 － 2024年11月15日
 

（注）１．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
２．発行価格は、会社法上の払込金額であります。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。
３．申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期日に、本新株式の割当予定先との間で、第

三者割当の株式総数引受契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結し、払込期日に後記払込取扱場所
へ発行価額の総額を払い込むものとします。

４．申込期日に割当予定先との間で本割当契約が締結されない場合、当該株式に係る割当を受ける権利は消滅い
たします。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

新都ホールディングス株式会社　管理本部 東京都豊島区北大塚三丁目34番１号
 

 
(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社きらぼし銀行　　上板橋支店 東京都板橋区常盤台四丁目33番12号
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３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。
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４ 【新規発行新株予約権証券（第７回新株予約権証券）】
(1) 【募集の条件】

 

発行数  18,000個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額  4,446,000円

発行価格
 新株予約権１個につき247円
（新株予約権の目的である株式１株当たり2.47円）

申込手数料  該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2024年11月15日（金）

申込証拠金  該当事項はありません。

申込取扱場所
東京都豊島区北大塚三丁目34番１号
新都ホールディングス株式会社　管理本部

払込期日 2024年11月15日（金）

割当日 2024年11月15日（金）

払込取扱場所 株式会社きらぼし銀行　　上板橋支店
 

（注） １．第三者割当により発行される新都ホールディングス株式会社第７回新株予約権（（以下「第７回新株予
約権」といい、文脈に応じて個別に又は新都ホールディングス株式会社第８回新株予約権（以下「第８
回新株予約権」といいます。）と総称して「本新株予約権」といいます。））の発行は、2024年10月25
日（金）開催の当社取締役会において決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本届出書の効力発生後、総数引受契約（以下「本総数引受契約」といいま
す。）を締結し、払込期日までに上記表中「払込取扱場所」へ発行価額の総額を払い込むものとしま
す。

３．割当日までに総引受契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
４．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
５．当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関し、振替機関の名称及び所在地は、以下のと

おりです。
名称　：株式会社証券保管振替機構
所在地：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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(2) 【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は1,800,000株、割当株式数(別
記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は100株
で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権
の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。以下同じ。)が修正されても
変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載の
とおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行
使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は
減少する。

２．行使価額の修正基準：当社は、本新株予約権の割当日の６か月を経過
した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修
正を行うことができるものとする。行使価額は、当該決議が行われた日
の翌取引日以降、当該決議が行われた日の直前取引日の株式会社東京証
券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の
普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下、
「修正基準日時価」という。)と同額に相当する金額の1円未満の端数を
切り捨てた金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額
を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とす
る。

３．行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の、行使価額の修
正に該当する都度、修正される。但し、行使価額の修正は、直前の行使
価額修正から６か月以上経過している場合にのみ行うことができるもの
とし、当該期間を経過していない場合には、当社は新たな行使価額修正
を行うことはできない。

４．行使価額の下限：当初90円(2024年10月30日付の取締役会の直前取引日
における当社普通株式の東京証券取引所の終値の50％に相当する金額の
１円未満の端数を切り上げた金額とする。以下、「下限行使価額」とい
う。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の規定を準
用して調整されることがある。)

５．割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は1,800,000
株(2023年７月31日現在の発行済株式総数38,166,100株に対する割合は
4.72％)で確定している。

６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第４項に
記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調
達額)：166,446,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性があ
る。)

７．本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の
取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権
の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる株式の種類
新都ホールディングス株式会社　普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる
株式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

 

新株予約権の目的となる株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式
1,800,000株とする(本新株予約権１個あたりの目的である株式の数(以下
「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第２号及び第３
号により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である
株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３号の規定に従って
行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整され
るものとする。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予
約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未
満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行
使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」
欄に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 
３．調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予

約権の行使時の払込金額」欄第３号(2)及び(5)による行使価額の調整に
関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開
始日の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにそ
の事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その
他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通
知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行
う。
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新株予約権の行使時の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額

は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
２．本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金

銭の額(以下、「行使価額」という。)は、金179円とする。但し、下記第
３号に定める調整を受ける。

３．行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当
社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性
がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)
をもって行使価額を調整する。

 

    既発行
株式数

＋
割当株式数×１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株当たりの時価

既発行株式数＋割当株式数
 

 
(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価

額の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式
を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する
場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従
業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限
付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新
株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付
株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を
請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、
及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付す
る場合を除く。)

　 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場
合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とす
る。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを
受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以
降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
　 調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これ

を適用する。
③ 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式

を交付する定めのある取得請求権付株式又は本号(4)②に定める
時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求でき
る新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発
行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子
会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発
行する場合を除く。)

　 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権
又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなし
て行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株
予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生
日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適
用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株
予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号
(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付す
る場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用す
る。

⑤ 本号(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、か
つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他
当社の機関の承認を条件としているときには、本号(2)①乃至③
にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日
以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日か
ら当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新
株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を
追加的に交付する。この場合、１株未満の端数を生じるときは
これを切り捨てるものとする。
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新株予約権の行使時の払込金額

 

株式数＝
(

調整前
行使価額

-
 

調整後
行使価額

) ×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

   調整後行使価額
 

 
(3）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額

との差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わな
い。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使
価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代
えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4）その他

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算
出し、小数第２位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適
用される日(但し、本号(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日
目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とす
る。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出
し、小数第２位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、ま
た、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用
する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式の総数か
ら、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数
とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用す
る新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普
通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとす
る。

(5）上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる
場合には、当社は、新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、
必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために
行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由
の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事
由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につ
き、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始
日の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その
事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他
必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記
通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ
を行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

326,646,000円
（注）但し、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の発行

価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
を合算した金額は増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使
期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消
却した場合には、新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の
行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少す
る。
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新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

１．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行

使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、
行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記
「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とす
る。

２．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び
資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加す
る資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資
本金等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を
生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限
度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とす
る。

新株予約権の行使期間

2024年11月15日から2026年11月13日までとする。ただし、別記「自己新株
予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部
又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得
日の前日までとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場所

1.本新株予約権の行使請求受付場所
　東京都豊島区北大塚三丁目34番１号
　新都ホールディングス株式会社　管理本部
2.本新株予約権の行使請求の取次場所
　該当事項はありません　
3.きらぼし銀行　　上板橋支店
　東京都板橋区常盤台四丁目33番12号

新株予約権の行使の条件

１．本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することと
なる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発
行済株式総数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部
分にかかる新株予約権の行使はできない。

２．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお
ける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行
使を行うことはできない。

３．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条件

当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得
する日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当
該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対
し、取得日の通知又は公告を当該取得日の14営業日前までに行うことによ
り、取得日の到来をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当
たりの払込金額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は
一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合に
は、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
会社法第236条第１項第６号に基づく譲渡制限については、該当事項はあり
ません。但し、本引受契約において、本新株予約権の譲渡について、当社
取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合
併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交
換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は
株式交付親会社の完全子会社となる株式交付（以下「組織再編行為」と総
称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において
残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設
立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株
式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社（以下「再編当事会社」と
総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に
新たに新株予約権を交付するものとする。
① 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を
勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。
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② 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③ 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端
数は切り上げる。
④ 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端
数は切り上げる。
⑤ 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使に
より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当
事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約
権の交付、新株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
⑥ 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社
の取締役会の承認を要する。

 

（注）１．本新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金調達をしようとする理由
 
　当社グループは「お客様には良質な価値あるサービスを。株主様には適正な利益還元を。お取引先様には公正な
パートナーシップを。社員には最適な環境と公平な評価を提供する。ことにより、社会貢献を果たし、成長し続け
ます」を基本使命としております。当社グループは、当該使命に基づいた企業経営を行い、社会に貢献することを
経営の基本方針とし、「総合リサイクル企業」を目指しております。
　その実現のためには、当社は公正で透明性の高い経営を行い、企業価値を継続的に高め企業の社会的責任（ＣＳ
Ｒ）を果たし、当社の全ての利害関係者（ステークホルダー）から信頼を得ることが不可欠であると考えておりま
す。また、日本は、日本が2021年4月に表明した地球温暖化対策計画（2021年10月22日閣議決定）にて2030年度に
おいて、温室効果ガス46%削減（2013年度比）を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明し
ています。当社は当社のフィロソフィーの一つである地球環境と未来をつなぐ資源の有効利用により社会貢献を果
たすことに合致すると同時に、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の実現」という国家戦略に
従い、利益の追求と環境維持を両立させるビジネスモデルを一層進化させ、世界の環境負荷の低減に貢献できるよ
う努めてまいります。
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と連結子会社４社により構成されております。連結子会社
は、当社の完全子会社である上海鋭有商貿有限公司及び株式会社大都商会（以下、「大都商会」といいます。）、
当社の51.0％出資会社である北都金属新材料株式会社並びに当社の50.1％出資会社である株式会社北山商事（以
下、「北山商事」といいます。）であります。当社グループの主な事業は、「貿易事業」「アパレル事業」「不動
産関連サービス事業」であります。
　当中間連結会計期間（2024年２月１日～2024年７月31日）において、引き続き、欧米を中心とした金融の引き締
め政策、ウクライナ・中東情勢の緊迫化による地政学リスクや中国経済の停滞等が、足許の景気を下押しする要因
とはなったものの、世界経済は緩やかな回復基調となりました。欧州では、雇用環境の改善が進むにつれ個人消費
も緩やかに回復し、景況感にも回復の兆しが見え始めました。米国では、金融の引き締め政策が続くなか、良好な
雇用環境が個人消費を下支えし、景気は堅調に推移しました。中国では、不動産市場の長期的な低迷と個人消費の
鈍化により、景気は力強さを欠きました。日本では、所得政策の実施に加えて雇用環境に持ち直しが見られ、景気
は緩やかに回復しました。このような環境の下、当社グループは、廃プラスチック　　および廃金属リサイクル事
業に関する貿易取引を軸に事業規模の拡大に努めてまいりました。
　加えて、当中間連結会計期間におきましては、2024年５月15日を効力発生日とする簡易株式交付により、北山商
事を子会社化しております。
　北山商事は、2008年に開業後長野県を主体とし信越・北陸地方一帯において一貫して原材料（鉄、非鉄金属、プ
ラスチック等）の集積、選別、加工、販売を行う資源リサイクル事業ならびにリユース事業を営んでいる企業です
が、当社が今日まで培ってきた廃プラスチック事業、工場設備や廃金属リサイクル事業との相乗効果を図り、相互
の国内外販路を一層拡大させることが、当社グループにとっての喫緊の課題であります。　そのような中、当社グ
ループの当第２四半期連結累計期間の業績におきましては、当社において当初予定した大口取引先との取引が市場
価格の高騰から成立しなかったこと等から、売上高は1,990,932千円（前年同期比47.08％減）、営業損失は18,860
千円（前年同期は161,361千円の営業損失）、経常損失は11,458千円（前年同期は126,027千円の経常損失）、親会
社株主に帰属する中間純損失は12,760千円（前年同期は127,485千円の親会社株主に帰属する中間純損失）となり
ました。
　当社グループは、2024年１月期に引き続き、2025年１月期第２四半期も、重要な営業損失、 経常損失、親会社
株主に帰属する当期純損失を計上し、また、営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。これらによ
り、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。 こうした状況を脱却
するため従前より、 当社第40期有価証券報告書「第一部 企業情報　第２ 事業の状況　１ 経営方針、経営環境及
び対処すべき課題等（４）対処すべき課題等」に記載のとおり以下①～③の課題を掲げながら経営努力に邁進して
まいりました。
① 収益基盤の強化
　激しく変化する経営環境の中で、安定的な収益の確保ができる企業体質を構築するために、さらなる収益の構造
改革に取り組んでまいります。
② 内部統制の強化
　財務報告に関する業務の標準化を進め、業務記述書、業務フローチャートおよびリスクコントロールマトリック
ス等の一層の精度向上を図り、内部統制が十分機能する体制を構築します。
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③ 堅実な経営計画の策定
　今後も顧客満足度の高い品質の商品を低価格で提供し、売上の維持を図るとともに、低コスト構造の構築および
財務体質の強化に努めてまいります。

 
 当該状況を解消すべく、当社第40期有価証券報告書「第一部 企業情報　第２ 事業の状況　１ 経営方針、経営環
境及び対処すべき課題等（４）対処すべき課題等」に記載のとおり今後、以下（1）～（3）の重点施策に取り組ん
でまいります。
(1) 主たる貿易事業の内、廃金属（主にアルミニウム、銅）リサイクル事業におけるリサイクルならびに廃棄物中
間処理技術の向上による機能的な生産体制への転換。
(2) 主たる貿易事業の内、プラスチック再生品事業における機械化対応促進ならびに高付加価値製品の製造、販売
による収益の確保。
(3) 主たる貿易事業の内、酒類販売チャネルのアジア圏拡大による収益の確保。

 
　当社グループとしては、対処すべき課題として掲げる事項のうち、収益基盤のさらなる強化は急務であると考えて
おり、その一環として2024年４月18日付で、2024年５月15日を効力発生日とする簡易株式交付により、北山商事の子
会社化を実施するなどの施策を行っております。今後、両社の企業規模の拡大やコストの削減、新たな市場開拓や顧
客との新規取引開始、売上や利益の増加を見込んでおります。
　また、2024年７月末時点における当社現預金残高は233百万円（2024年１月末時点：180百万円）と手元流動性に
ついては北山商事を連結子会社化したことにより増加しておりますが、2025年１月期第２四半期における営業
キャッシュ・フローは31百万円と依然として赤字体質であり、事業資金の確保及び事業展開に向け機動的な資金調
達が必要であると認識しております。
　また、当社グループにおいて事業資金が不足しており、当社子会社である株式会社大都商会においてプラスチッ
ク仕入資金、当社において金属仕入資金が不足しております。事業資金を潤沢に確保することでこれまでは顧客
ニーズが生じた際に事業資金の不足から仕入対応ができず、機会損失が生じることもありましたが、こうした当社
の顧客のニーズに迅速に応えることが可能となります。さらに取引が安定することで安定的な利益創出が可能とな
りキャッシュ・フローの改善及び管理が容易となることが見込まれます。
　今回、資金調達の方法として、資金使途の性質や、当社の財務体質の安定性を確保する必要性から、間接金融で
はなく、直接金融による資金調達の早期実現が必須不可欠であると判断いたしました。さらには、本第三者割当を
行うことによって、事業資金の確保とともに事業資金の充実だけではなく財務状況の安定化が見込まれ収益性の改
善が実現できるものと考えております。
　このように当社といたしましては既存株主の皆様の株式価値を毀損することとなりますが、当社グループにおけ
る企業価値を向上するため、収益構造の改革及び事業領域の拡大並びに財務状況の安定化といった目的を達成する
ために、本第三者割当による資金調達を行うことが、当社グループの株式価値向上に資する最良の選択であり株主
価値の向上につながるものと判断しております。

 
＜本資金調達方法を選択した理由＞
　当社の資金需要につきましては、後述「６．新規発行による手取金の使途（２）手取金の使途」に記載のとおり
でありますが、資金調達の方法としては、事業資金の確保及び既存事業の拡大を目的としており、資金使途の性質
や、当社グループの財務体質の安定性を確保する必要性から、間接金融ではなく、直接金融での資金調達を行うこ
とといたしました。
　そのため、当社としましては、直接金融による株主資本の増強を図ることを軸に調達方法の検討をいたしまし
た。直接金融による調達方法としては、一般に株主割当、公募、第三者割当によるものがあります。株主割当とし
ては全ての株主に対するライツイシュー等がありますが、当社事業がなお推進途上にある中で、全ての株主や新株
予約権者から追加的な資金を調達することは容易ではないことから合理的ではないと判断いたしました。
　また、直接金融による資金調達の代表的な方法として公募増資という方法もありますが、調達に要する時間が第
三者割当による新株式及び新株予約権の発行と比較し多大にかかることや、必要資金の調達規模と現在の当社の経
営成績、株価動向、株式流動性等から引受証券会社を見つけることは困難であることから、現時点における資金調
達方法としては合理的ではないと判断いたしました。
　本新株式と本新株予約権の発行を組み合わせた今回の資金調達スキームは、当社といたしましても、本新株式の
発行により、財務体質の安定性を維持しながら、事業成長のための一定額を迅速にかつ確実に調達することができ
るとともに、割当予定先の要請と協議に基づき、本新株予約権の発行により割当予定先が当社に対して段階的に投
資を行うことができるように配慮したものであります。加えて、本新株予約権の発行は必ずしも一度に大量の新株
式を発行するものではないため、当社及び当社既存の株主にとっても、資金調達を全て新株式により調達する場合
と比べて、権利行使が完了するまでには一定程度の期間を要することが想定されます。そのため、既存株式の希薄
化が段階的に進む点において、既存株主に対する希薄化は避けられないものの、一定の配慮ができると判断して採
用いたしました。
　なお、当初の計画通りに、本新株予約権の行使による資金調達を行うことができない場合、その時点における当
社の事業環境、財務状況に鑑みて、別途の手段による資金調達を実施する可能性があります。

 
＜本新株予約権の特徴について＞
［メリット］
① 最大交付株式数の限定
　本新株予約権の目的である当社普通株式数は8,100,000株（第７回新株予約権：1,800,000株、第８回新株予
約権：6,300,000株）で固定されており、行使価額が修正された場合であっても、将来の株価動向によって当初
の見込みを超える希薄化が生じるおそれはありません（但し、上記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記
載のとおり、調整されることがあります。）。
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② 流動性の向上
　本新株予約権の行使による発行株式総数は、2024年７月31日現在の当社発行済株式総数（38,166,100株）の
21.22％(8,100,000株)であり、割当予定先が新株予約権の行使により発行される当社株式を順次市場にて売却する
ことで、流動性の向上が見込まれます。
 

③ 資金調達の柔軟性
　本新株予約権には取得条項が付されており、本新株予約権の割当日以降いつでも、当社取締役会決議により、割
当予定先に対して取得日の通知又は公告を行った上で、発行価額と同額で割当予定先から当社が取得することが可
能となっております。
　これにより、当社により有利な資金調達方法、又はより有利な割当先が確保できた場合はそちらに切り替えるこ
とが可能となります。

④ 行使の促進性
　本新株予約権には行使価額修正条項が設定されており、最短で６か月の頻度において、本新株予約権の行使価額
を当該行使価額修正に係る取締役会決議の前取引日における株価（第７回新株予約権は前取引日における株価と同
額、第８回新株予約権は前取引日における株価から10％のディスカウントした価額）に修正することが可能となっ
ております。行使価額修正条項が設定されていることで、仮に当社株価が行使価額を下回る水準で推移した場合に
おいても、行使価額の修正を行うことで割当予定先に本新株予約権の行使を促すことが可能となります。

 
［デメリット］
① 本新株予約権の下限行使価額は発行決議日の直前取引日時点の株価を基準として、85円に設定されているため、

株価水準によっては権利行使が行われず、資金調達ができない可能性があります
② 本新株予約権は、株価の下落局面では、下方修正されることがあるため、調達額が予定額を下回る可能性があり

ます。ただし、行使価額の修正時期は当社の判断により行われるものであること、行使価額は下限行使価額が
設定されており、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後の行使価額は下限行
使価額となります。なお、当該修正条項は当社株価が低迷した際の行使促進を目的とするものでありますが、
割当予定先からは株価が上昇した際には当初行使価額にて随時行使する意思を確認しているため、株価上昇時
は行使価額の修正を行うことは想定しておりません。ただし、株価上昇時に行使が進まない場合には株価上昇
時においても行使価額の修正を行う可能性がございます。

　　　割当予定先は、後述の「第３　第三者割当の場合の特記事項　１　割当予定先の状況　f. 株券等の保有方
針」に記載のとおり、本新株予約権の行使以降は売却する可能性があり、割当予定先の当社株式の売却によ
り、当社株価が下落する可能性があります。

 
２．本新株予約権の行使の方法

(1)　本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使する
ことができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」
第１項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及
び当該行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するものとする。

(2)　本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の全額を、現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払
込取扱場所」第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(3)　本新株予約権の行使請求は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場
所」第１項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当
該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に
効力が発生する。

３．株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律（2001年13年法律第75号）お
よびその他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する口座管理機関の保有する振替口座簿の顧客
口へ増加の記録を行うことにより株式を交付する。

４．新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る証券を発行しないものとする。

５．本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由
前記「４　新規発行新株予約権証券（第７回新株予約権証券）(2)新株予約権の内容等（注）１．本新株
予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金調達をしようとする理由」をご
参照ください。

６．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定
するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。

７．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先
との間で締結する予定の取決めの内容
当社と割当予定先は、本総数引受契約において、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証
券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項から第５項までの定め、並びに日本証券業協会
の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中
に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点に
おける上場株式数の10％を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
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８．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。

９．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の
取決めの内容
該当事項はありません。

10．その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

新都ホールディングス株式会社(E02960)

有価証券届出書（組込方式）

13/55



 

５ 【新規発行新株予約権証券（第８回新株予約権証券）】
(1) 【募集の条件】

発行数  63,000個（新株予約権１個につき100株）

発行価額の総額  20,790,000円

発行価格
新株予約権１個につき330円（新株予約権の目的である株式１株
当たり3.30円）

申込手数料  該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 2024年11月15日（金）

申込証拠金  該当事項はありません。

申込取扱場所
東京都豊島区北大塚三丁目34番１号
新都ホールディングス株式会社　管理本部

払込期日 2024年11月15日（金）

割当日 2024年11月15日（金）

払込取扱場所 株式会社きらぼし銀行　　上板橋支店
 

（注）１．第三者割当により発行される新都ホールディングス株式会社第８回新株予約権の発行は、2024年10月30日
（水）開催の当社取締役会において決議しております。

２．申込み及び払込みの方法は、本届出書の効力発生後、総数引受契約（以下「本総数引受契約」といいま
す。）を締結し、払込期日までに上記表中「払込取扱場所」へ発行価額の総額を払い込むものとしま
す。

３．割当日までに総引受契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
４．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
５．当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関し、振替機関の名称及び所在地は、以下のと

おりです。
   名称　：株式会社証券保管振替機構
   所在地：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

(2) 【新株予約権の内容等】

EDINET提出書類

新都ホールディングス株式会社(E02960)

有価証券届出書（組込方式）

14/55



 

当該行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等の特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は6,300,000株、割当株式数(別記
「新株予約権の目的となる株式の数」欄第１項に定義する。)は100株で確定
しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時
の払込金額」欄第２項に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない
(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整
されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正さ
れた場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

 
２．行使価額の修正基準：当社は、本新株予約権の割当日の６か月を経過した

日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により行使価額の修正を行う
ことができるものとする。行使価額は、当該決議が行われた日の翌取引日以
降、当該決議が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、
「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値に
90％を乗じた金額(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下、
「修正基準日時価」という。)と同額に相当する金額の1円未満の端数を切り
上げた金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る
こととなる場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。

 
３．行使価額の修正頻度：行使の際に本欄第２項に記載の、行使価額の修正に

該当する都度、修正される。但し、行使価額の修正は、直前の行使価額修正
から６か月以上経過している場合にのみ行うことができるものとし、当該期
間を経過していない場合には、当社は新たな行使価額修正を行うことはでき
ない。

 
４．行使価額の下限：当初90円(2024年10月30日付の取締役会の直前取引日に

おける当社普通株式の東京証券取引所の終値の50％に相当する金額の１円未
満の端数を切り上げた金額とする。以下、「下限行使価額」という。但し、
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の規定を準用して調整され
ることがある。)

 
５．割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は6,300,000株

(2024年７月31日現在の発行済株式総数38,166,100株に対する割合は
16.51％)で確定している。

 
６．本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第４項に記

載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達
額)：587,790,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

 
７．本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得

を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得
の事由及び取得の条件」欄を参照)。

新株予約権の目的となる株式の種
類

新都ホールディングス株式会社　普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株
式である。なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる株式の数

１．本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式
6,300,000株とする(本新株予約権１個あたりの目的である株式の数(以下
「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本項第２号及び第３号
により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の
総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３号の規定に従って行使
価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものと
する。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる
割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨
てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使
価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額
及び調整後行使価額とする。

 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額
 

 
３．調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第３号(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各
号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
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４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日

の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、
調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項
を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで
きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
　　各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、

行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
２．本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の

額(以下、「行使価額」という。)は、金162円とする。但し、下記第３号に
定める調整を受ける。

３．行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の
発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある
場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって
行使価額を調整する。

 

    既発行
株式数

＋
割当株式数×１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株当たりの時価

既発行株式数＋割当株式数
 

 
(2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額
の適用時期については、次に定めるところによる。

① 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を
新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合
(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並
びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬
として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条
項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行
使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換
又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

   調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合
はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)
以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権
利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用
する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
  調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適

用する。
③ 本号(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を

交付する定めのある取得請求権付株式又は本号(4)②に定める時価
を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予
約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与す
る場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び
従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除
く。)

  調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は
新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価
額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場
合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを
適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日
がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予
約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本号(4)②に
定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調
整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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⑤ 本号(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、
効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機
関の承認を条件としているときには、本号(2)①乃至③にかかわら
ず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用
する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった
日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、
次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場
合、１株未満の端数を生じるときはこれを切り捨てるものとする。

 

株式数＝
(

調整前
行使価額

-
 

調整後
行使価額

) ×
調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

   　　　　　調整後行使価額
 

 
(3）行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額と
の差額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、
その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場
合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額から
この差額を差し引いた額を使用する。

(4）その他

① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出
し、小数第２位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用さ
れる日(但し、本号(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始
まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取
引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平
均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨
五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受
ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる
基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１か月
前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において
当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)
②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、
基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の
普通株式数を含まないものとする。

(5）上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合
には、当社は、新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使
価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使
価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発
生により行使価額の調整を必要とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に
基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方
の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6）行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日
の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調
整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書
面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができ
ない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価額の総額

1,041,390,000円
（注）但し、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の発行価額
の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額
は増加又は減少する。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない
場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発
行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算し
た金額は減少する。
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新株予約権の行使により株式を発
行する場合の株式の発行価格及び
資本組入額

１．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格
　本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請
求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に
係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的
となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。
２．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本
準備金
　本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資
本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加
限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその
端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間

2024年11月15日から2026年11月13日までとする。ただし、別記「自己新株予約
権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部
を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日まで
とする。

新株予約権の行使請求の受付場
所、取次場所及び払込取扱場所

1.本新株予約権の行使請求受付場所
　東京都豊島区北大塚三丁目34番１号
　新都ホールディングス株式会社　管理本部
2.本新株予約権の行使請求の取次場所
　該当事項はありません
3.きらぼし銀行　　上板橋支店
　東京都板橋区常盤台四丁目33番12号

新株予約権の行使の条件

１．本新株予約権を行使することにより、新株予約権者が保有することとなる
当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日時点における当社発行済株式
総数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分にかかる新
株予約権の行使はできない。

２．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における
授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行う
ことはできない。

３．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び
取得の条件

当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨及び本新株予約権を取得する
日(以下、「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役
会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の
通知又は公告を当該取得日の14営業日前までに行うことにより、取得日の到来
をもって、本新株予約権１個につき本新株予約権１個当たりの払込金額と同額
で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができ
る。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法に
より行うものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
会社法第236条第１項第６号に基づく譲渡制限については、該当事項はありませ
ん。但し、本引受契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会
の承認を要する旨の譲渡制限を合意する予定です。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
 

EDINET提出書類

新都ホールディングス株式会社(E02960)

有価証券届出書（組込方式）

18/55



 

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、
吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子
会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会
社の完全子会社となる株式交付（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う
場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権
に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会
社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株
式交付完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づ
き本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとす
る。
① 新たに交付される新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘
案して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨てる。
② 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式
③ 新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の端数
は切り上げる。
④ 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の端数
は切り上げる。
⑤ 新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により
株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編当事会社に
よる当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新
株予約権証券及び行使の条件
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に際して決定する。
⑥ 新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取
締役会の承認を要する。

 

(注)１．本新株予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金調達をしようとする理由
第７回新株予約権と同様となります。

　２．本新株予約権の行使の方法
　　(1) 本新株予約権を行使する場合、上記表中「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使す

ることができる期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第
１項記載の行使請求受付場所を宛先として、行使請求に必要な事項をFAX、電子メール又は当社及び当該
行使請求を行う本新株予約権者が合意する方法により通知するものとする。

　　(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額の全額を、現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込
取扱場所」第３項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。

　　(3) 本新株予約権の行使請求は、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱
場所」第１項記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が
発生する。

　３．株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律（2001年13年法律第75号）お
よびその他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する口座管理機関の保有する振替口座簿の顧客口
へ増加の記録を行うことにより株式を交付する。

　４．新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に係る証券を発行しないものとする。

　５．本新株予約権の発行により資金の調達をしようとする理由
前記「４　新規発行新株予約権証券（第７回新株予約権証券）(2)新株予約権の内容等（注）１．本新株
予約権（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）の発行により資金調達をしようとする理由」をご参
照ください。

　６．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規
定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。

 
　７．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定

先との間で締結する予定の取決めの内容
当社と割当予定先は、本本総数引受契約において、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価
証券上場規程第434条第１項及び同施行規則第436条第１項から第５項までの定め、並びに日本証券業協会
の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に
割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点におけ
る上場株式数の10％を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。

　８．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。

　９．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定
の取決めの内容
該当事項はありません。

　10．その他投資者の保護を図るために必要な事項
   該当事項はありません。
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(3) 【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。
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６ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 
本第三者割当による手取金の額は以下のとおりです。

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

1,517,236,000 14,700,000 1,502,536,000
 

（注）1．払込金額の総額は、本新株式の発行による調達額である149,200,000円、本新株予約権の発行価額の総額
25,236,000円、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額1,342,800,000円を加えた額です。

 2. 発行諸費用の内訳は、以下のとおりです。
なお、発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。　 　
・登記費用：10,450千円
・割当予定先等調査費用：1,000千円
・新株予約権価格算定費用：1,750千円
・有価証券届出書作成等支援業務費用：1,500千円

     3. 本新株予約権の行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内
に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権証券の発行価額
の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。その際には
投資対象事業のリスケジューリング及び手元資金又は別途第三者割当等による調達による充当を想定して
おります。

(2) 【手取金の使途】

本新株式により調達する資金の具体的使途

具体的な使途 金額（千円） 支出予定時期

①当社子会社（北山商事）における仕入（鉄、非鉄）資金 149,200 2024年11月～2026年10月
 

 
本新株予約権により調達する資金の具体的使途
 

具体的な使途 金額（千円） 支出予定時期

①当社子会社（北山商事）における仕入（鉄、非鉄）資金 850,800 2024年11月～2026年10月

②当社子会社（大都商会）におけるプラスチック仕入資金 55,000 2024年11月～2026年10月

③当社における金属仕入資金 447,536 2024年11月～2026年10月

計 1,353,336  
 

（注）１.上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は事業用資金とは別の銀行預金で保管する予定です。
２.株価低迷により権利行使が進まない場合は、手元資金の活用及び新たな資本による調達、又は、その他の手

段による資金調達について検討を行う予定です。また、今後、当社を取り巻く環境に変化が生じた場合など、
その時々の状況に応じて、資金の使途又は金額を変更する可能性があります。資金の使途又は金額に変更が
あった場合には、速やかに開示・公表いたします。

３.調達資金は、資金需要が発生した順に充当します。
４.行使にかかる本新株式を市場で売却した場合、当社の株価は下落し、本新株予約権の行使ができなくなる可

能性があります。そのため、割当予定先からは市場のインパクトを見ながら市場での当社株式の売却を行う旨
を口頭にて確認しておりますが、本新株予約権については、その性質上、行使価額が市場価額を上回っている
状況においては、行使が進まない状況になり、このような状況が継続する場合には、当社の資金ニーズに沿っ
た資金調達が困難になる可能性があります。その場合においては、資金使途に記載した通りの資金の投下がで
きず当社の事業推進に大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、本新株予約権が大幅に行使されず当
社の事業推進に影響を及ぼすと判断した場合には、必要に応じて別途資金調達を検討いたします。なお、現時
点においてその資金調達方法については未定です。

 
 資金使途の詳細は以下のとおりです。
① 当社子会社（北山商事）における仕入（鉄、非鉄）資金

当社は2024年４月18日付適時開示「簡易株式交付による株式会社北山商事の子会社化に関するお知らせ」のと
おり、北山商事を当社の子会社としております。北山商事は2008年4月に設立され長野市の本社工場をはじめ、長
野県内に3カ所の工場と1カ所のプラント、新潟県に直江津港ヤードを有しており、鉄や非鉄金属、古紙、古着、
プラスチックの集荷・選別・加工といった資源リサイクル事業とリユース事業に一貫して取り組んでおり、直江
津港ヤードでは中国や韓国、タイ、インドネシアなどへスクラップを輸出しております。

北山商事は国内に鉄・非鉄金属の販売先を30社程度有しており、それら販売先を当社の販売先として当社グ
ループにおいて共有できることになることを見込んでおります。また、同社の有する長野県内の３ヶ所の工場と
１ヶ所のプラントにおいて、当社顧客のニーズに応じて選別、加工した製品を当社顧客に出荷販売することが可
能となること、さらに、北山商事は同社工場において廃プラスチックリサイクル商品を製造していることから、
現取引先に北山商事が製造する廃プラスチックリサイクル商品を販売することで当社グループとしての増収を見
込んでおります。

同社は月次で変動はあるものの、売上総利益率で約６％（直近６か月間：2024年３月１日～2024年８月31日）
を平均的に計上できており、同社の売上規模に応じ一定の仕入資金を確保できることにより、さらなる利益の増
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加を見込むことが可能となります。
これにより売上総利益の増加が見込まれ、当社としても当該資金使途に充当することで高利益ではないもの

の、当社グループにおいて安定した利益貢献ができる体制の構築が可能であると見込んでおります。
上記に伴い、当社としてはさらなる、当社グループへの利益貢献に向けて、鉄、非鉄金属に係る仕入代金に対

して本第三者割当（本新株式及び本新株予約権）により調達した資金のうち2024年11月～2026年10月の期間にお
いて約1,000百万円を充当する予定です。

 
② 当社子会社（大都商会）におけるプラスチック仕入資金

2020年12月８日適時開示「簡易株式交換による株式会社大都商会の完全子会社化及び主要株主である筆頭株主
の異動に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社が株式交換により完全子会社した以降も、再生環境プラ
スチックリサイクル事業に従事し、当社ならびに大都商会代表取締役 である、鄧明輝氏の人脈を生かし、貿易事
業は厦門政府の協力を受け、厦門への投資・貿易の窓口として、中国向け取引を拡大させ、国内大手企業との取
引関係を基に、着実に実績を積み重ねております。

当社としては大都商会がさらなる、当社グループへの利益貢献に向けるべく、同社の主力商品であるプラス
チックの仕入資金が必要となっておりますが、大都商会も前年度営業利益（2024年１月期）△60,329千円とプラ
スチックの価格変動の影響により、黒字化には至らず依然として赤字傾向であり、大都商会の仕入資金を補填で
きず営業赤字を計上しています。そのため本第三者割当（本新株予約権）により調達した資金のうち2024年11
月～2026年10月の期間において55百万円を充当する予定です。

 
③ 当社における金属仕入資金

当社（新都ホールディングス株式会社）は主たる事業として金属事業を行っております。具体的には当社が日
本国内の商社やリサイクル業者や解体業者から、廃金属を仕入れ、その中から銅やステンレスや鉄などを、分別
や洗浄作業により商品化をし、日本国内の商社や中国を含め、東南アジアに輸出しており月次ベースで変動があ
るものの、月商260百万円程度（直近６か月間：2024年３月１日～2024年８月31日）の売上規模を確保しておりま
す。

当社グループへのさらなる利益貢献に資するべく、金属の仕入資金が必要となっており、当社連結経常利益
ベースで2025年１月期第２四半期においても△11,458千円（前年同期△126,027千円）と前年同期と比較すると回
復傾向でありながらも、依然として赤字傾向であり、十分な仕入れ資金が不足しております。本第三者割当（本
新株予約権）により調達した資金のうち2024年11月～2026年10月の期間において446百万円を充当する予定です。
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第２ 【売出要項】

　該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】
① 大都(香港)實業有限公司

a.割当予定先の
概要

名称 大都(香港)實業有限公司

所在地
Room C,3/F,Cameron Commercial Building,468 Hennessy Road
Causeway Bay, H.K.

 
国内の主たる事務所の責任
者の氏名及び連絡先

該当事項はありません。
なお、国内における連絡先は以下のとおりとなっております
東京都豊島区　劉　媚

 

代表者の役職・氏名 董事 鄧 明輝

事業の内容 貿易事業

資本金 10,000.00 香港ドル

主たる出資者及びその出資
比率

鄧 明輝　100.0％

b.提出者と割当
予定先との間
の関係

出資関係
同社が当社株式3,126,500株（議決権比率8.20％）を保有していま
す。（2024年7月31日時点）

人事関係
当社代表取締役である鄧 明輝氏が代表取締役を兼務しておりま
す。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。
 

 
c.割当予定先の最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期

 純資産 1,814,534千円 2,327,557千円 2,273,127千円

 総資産 2,239,993千円 3,236,614千円 3,321,891千円

 １株当たり純資産 181,453.43円 232,755.70円 227,312.70円

 売上高 2,447,748千円 3,061,961千円 2,959,848千円

 営業利益 118,176千円 201,386千円 216,682千円

 当期純利益 91,575千円 116,804千円 117,623千円

 １株当たり当期純利益 9,157.55円 11,680.40円 11,762.30円

 １ 株 当 た り 配当金 － － －
 

 (注)１．「割当予定先の概要欄」及び「提出者と割当予定先との間の関係」の欄は、別途記載のある場合を除いて本
届出書提出日現在におけるものであります。

　  ２．「最近３年間の経営成績及び財政状態」に記載の数値は香港ドルを純資産及び総資産は各決算期末の期末TTM
レートで、それ以外は各決算期中平均TTMレートで為替換算をしております。

 
② 株式会社ＪＭＥ

a.割当予定先の
概要

名称 株式会社ＪＭＥ

所在地 埼玉県川口市上青木西三丁目８番７号

代表者の役職・氏名 代表取締役　　王　依莉

事業の内容 不動産の売買、賃貸及び仲介・管理　

資本金 1,000万円

主たる出資者及びその出資
比率

王　依莉　　50.0％
カク　振杰　50.0％

b.提出者と割当
予定先と

　の間の関係

出資関係
当社の大株主である株式会社Ｙ．Ｓ．Ｄの代表取締役であるカク
振杰氏が同社の株主であります。

人事関係
同社の株主であるカク振杰氏は当社の大株主である株式会社Ｙ．
Ｓ．Ｄの代表取締役であります。

資金関係
該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。

 

 
c.割当予定先の最近３年間の経営成績及び財政状態

EDINET提出書類

新都ホールディングス株式会社(E02960)

有価証券届出書（組込方式）

24/55



決算期 2022年３月期 2023年３月期 2024年３月期

 純資産 △73,012千円 △66,202千円 △58,619千円

 総資産 328,463千円 1,355,775千円 1,134,287千円

 １株当たり純資産 △73,012.01円 △66,202.90円 △58,619.66円

 売上高 6,000千円 61,947千円 373,958千円

 営業利益 △18,513千円 9,700千円 15,222千円

 当期純利益 △17,641千円 6,809千円 7,583千円

 １株当たり当期純利益 △17,641.17円 6,809.11円 7,583.24円

 １ 株 当 た り 配当金 － － －
 

 (注)「割当予定先の概要欄」及び「提出者と割当予定先との間の関係」の欄は、本届出書提出日現在におけるもので
あります。

 
③ 株式会社ＭＪ

a.割当予定先の
概要

名称 株式会社ＭＪ

所在地 千葉県市川市堀之内二丁目９番22号

代表者の役職・氏名 代表取締役　国仲　真衣

事業の内容 一般貨物自動車運送事業　等

資本金 300万円

主たる出資者及びその出資
比率

国仲　真衣　100％

b.提出者と割当
予定先と

　の間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引等関係 当社と運送事業及び金属事業において取引関係があります。
 

 
c.割当予定先の最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期 2021年８月期 2022年８月期 2023年８月期

 純資産 5,684千円 6,760千円 7,415千円

 総資産 474,480千円 430,547千円 761,135千円

 １株当たり純資産 18,949.42円 22,534.76円 24,717.34円

 売上高 602,637千円 753,875千円 1,172,842千円

 営業利益 6,515千円 7,932千円 811千円

 当期純利益 484千円 1,075千円 654千円

 １株当たり当期純利益 1,613.46円 3,585.34円 2,182.58円

 １ 株 当 た り 配当金 － － －
 

 (注)「割当予定先の概要」欄及び「提出者と割当予定先との関係」欄は、本届出書提出日現在におけるものでありま
す。

 
④ 株式会社海越商事

a.割当予定先の
概要

名称 株式会社海越商事

所在地 長野県上田市上田原８７２番地７

代表者の役職・氏名 代表取締役　池上　聖子

事業の内容 飲食店、喫茶店及びレストランの経営　等

資本金 500万円

主たる出資者及びその出資
比率

干　中州　100％
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b.提出者と割当
予定先と

　の間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。
 

 
c.割当予定先の最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期 2022年４月期 2023年４月期 2024年４月期

 純資産 △6,422千円 △7,391千円 △7,625千円

 総資産 4,318千円 22,256千円 1千円

 １株当たり純資産 128,441.92円 147,823.44円 △152,519.72円

 売上高 8,423千円 11,579千円 0千円

 営業利益 △6,842千円 △3,782千円 0千円

 当期純利益 △3,847千円 △969千円 234千円

 １株当たり当期純利益 △76,953.48円 19,381.52円 4,696.28円

 １ 株 当 た り 配当金 － － －
 

 (注) 「割当予定先の概要」欄及び「提出者と割当予定先との関係」欄は、本届出書提出日現在におけるものでありま
す。

 
⑤ 偉潤国際株式会社

a.割当予定先の
概要

名称 偉潤国際株式会社

所在地 東京都台東区北上野二丁目25番９号-203

代表者の役職・氏名 代表取締役　劉　東偉

事業の内容
石炭、石油、天然ガス及びその他の燃料の販売及び輸出入及び不
動産事業

資本金 1,000万円

主たる出資者及びその出資
比率

劉　東偉　100.0％

b.提出者と割当
予定先と

　の間の関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。
 

 
c.割当予定先の最近３年間の経営成績及び財政状態

決算期 2022年５月期 2023年５月期 2024年５月期

 純資産 11,848千円 12,180千円 12,621千円

 総資産 245,569千円 425,779千円 1,131,883千円

 １株当たり純資産 245,569.521円 425,779.982円 6,310.78円

 売上高 65,790千円 54,304千円 43,499千円

 営業利益 1,225千円 391千円 △18,805千円

 当期純利益 1,357千円 332千円 440千円

 １株当たり当期純利益 1,357.328円 332.045円 220.46円

 １ 株 当 た り 配当金 － － －
 

 (注) 「割当予定先の概要」欄及び「提出者と割当予定先との関係」欄は、本届出書提出日現在におけるものでありま
す。

 
d.割当予定先の選定理由
① 大都(香港)實業有限公司

大都(香港)實業有限公司（以下、「大都香港」といいます。）は当社代表取締役社長である鄧明輝氏が100％株
主であり、董事を務める法人です。鄧明輝氏は当社グループが運営する既存事業の一段の事業拡大、収益拡大を推
し進めるためには、資金調達の早期実現が経営課題となっている状況から、当社代表取締役社長であるとともに株
主として本資金調達に協力したいとの申し出を受けました。当社はこれを受けて、当社代表取締役社長である鄧明
輝氏の所有する法人が本新株及び本新株予約権の引き受けを行うことは、当社が必要とする資金調達の規模を満た
すこと、鄧明輝が当社グループの一段の事業拡大や収益拡大を推し進め、当社の企業価値向上や既存株主の株式価
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値向上に向けて筆頭株主の立場としても尽力する意思の表れでもあることから、当社や既存株主にとってメリット
が大きいものと判断し、本第三者割当の割当予定先として選定いたしました。
なお、本第三者割当のスキームにおいても鄧明輝氏が引受を行う本新株式はディスカウントを行うことなく、本

第三者割当の発行決議に係る取締役会前日終値と同額であること、本新株予約権（第７回新株予約権）についても
６か月間に一度の修正条項は附帯しているものの、当初発行価額は本第三者割当の発行決議に係る取締役会前日終
値と同額であり、修正後の行使価額も修正基準日時価であり行使促進により資金調達を推し進めるものであること
から、有利発行にも該当せず、資金調達に資するスキームであるため本スキームは妥当であると判断しておりま
す。

 
② 株式会社ＪＭＥ

株式会社ＪＭＥ（以下、「ＪＭＥ社」といいます。）は、不動産の売買、賃貸及び仲介・管理等を運営する事業
会社です。ＪＭＥ社の代表取締役である王依莉氏は当社代表取締役社長である鄧明輝と中国での当社の事業黎明期
をともにした旧知の間柄であることから懇意にしており、これまで当社の資金需要に対しては当社の事業戦略とと
もに情報交換を行ってまいりました。また同社の株主（50.0％）は当社株主である株式会社Ｙ．Ｓ．Ｄの代表取締
役であるカク振杰氏であり、当社の状況も十分に理解いただいております。当社の今後の業務上、王氏の事業上の
人的ネットワークが当社グループにおける事業にて有用であると判断し、このたびの資金需要に際しＪＭＥ社の代
表取締役である王依莉氏及びカク振杰氏に対し、2024年７月上旬に当社の代表取締役社長である鄧明輝より第三者
割当による新株式及び新株予約権の引受を口頭で打診したところ当社の事業戦略に賛同いただき、本第三者割当の
引受けに応じていただきました。
当社としても王氏の不動産事業におけるこれまでの知見やネットワークについては高く評価しており、当社が展

開するリサイクル事業の新たな取引先の開拓という点においても、活用できるものと判断しており、本第三者割当
の引受先として適切であると判断しております。

 
③ 株式会社ＭＪ

株式会社ＭＪ（以下、「ＭＪ社」といいます。）は、千葉県市川市を拠点に東京圏近郊の一般貨物配送に強みが
あり、軽自動車から１，2，10トン車両まで豊富な車両を有し、チャーター便、スポット便、専属便と業容に広く
対応しております。現在も当社のプラスチック資材の搬送委託及び金属事業における取引など親密な取引関係にあ
り、今後も当社の資材運搬に積極的に関与してくれることから、ＭＪ社の代表取締役である国仲真衣氏に対して当
社社長鄧明輝が2024年７月上旬より第三者割当による新株式及び新株予約権の引受を口頭で打診したところ当社の
事業戦略に賛同いただき、本第三者割当の引受けに応じていただきました。

 
④ 株式会社海越商事

株式会社海越商事（以下、「海越商事社」といいます。）は、飲食店、喫茶店及びレストラン等を運営する事業
会社です。海越商事社の代表取締役である池上聖子氏および株主である干中州氏は当社代表取締役社長である鄧明
輝と約３年前に長野にある、日中友好協会のパーティーで知り合った以降、懇意にしており、これまで当社の資金
需要に対しては当社の事業戦略とともに情報交換を行ってまいりました。当社の今後の業務上、池上氏の人的ネッ
トワークが当社グループにおける事業にて有用であると判断し、海越商事社の代表取締役である池上聖子氏および
株主である干中州氏に対し、2024年７月上旬に当社の代表取締役社長である鄧明輝より第三者割当による新株式及
び新株予約権の引受を口頭で打診したところ当社の事業戦略に賛同いただき、本第三者割当の引受けに応じていた
だきました。
当社としても干中州氏並びに池上聖子氏の飲食事業におけるこれまでの知見やネットワークについては高く評価

しており、当社が展開するリサイクル事業の新たな取引先の開拓という点においても、活用できるものと判断して
おり、本第三者割当の引受先として適切であると判断しております。

 
⑤ 偉潤国際株式会社

偉潤国際株式会社（以下、「偉潤国際社」といいます。）は2020年６月に設立され、石炭、石油、天然ガス及び
その他の燃料の販売及び輸出入を展開しております。偉潤国際社の代表取締役である劉東偉氏は当社代表取締役社
長である鄧明輝とは2012年に中国における長江ビジネス学校に入学した時の同級生から紹介され知り合っており、
それ以降旧知の間柄であることから懇意にしており、これまで当社の資金需要に対しては当社の事業戦略とともに
情報交換を行ってまいりました。その後、偉潤国際社の代表取締役である劉東偉氏に対し、2024年９月上旬に当社
の代表取締役社長である鄧明輝より第三者割当による新株式及び新株予約権の引受を口頭で打診したところ当社の
事業戦略に賛同いただき、新株式及び新株予約権の引受であれば可能であるとの旨、回答いただき本第三者割当の
引受けに応じていただきました。
当社としても劉東偉氏の石炭、石油、天然ガスの販売事業におけるこれまでの知見やネットワークについては高

く評価しており、当社が展開するリサイクル事業の新たな取引先の開拓という点においても、活用できるものと判
断しており、本第三者割当の引受先として適切であると判断しております。
 

e.割り当てようとする株式の数

割当予定先の名称 割当株式数

 大都(香港)實業有限公司
新株式　　　　200,000株
第7回新株予約権　　18,000個
（その目的となる株式　1,800,000株）

 株式会社ＪＭＥ
新株式　　　　100,000株
第8回新株予約権　　9,000個
（その目的となる株式　900,000株）

 株式会社ＭＪ
新株式　　　　200,000株
第8回新株予約権　　18,000個
（その目的となる株式　1,800,000株）

 株式会社海越商事
新株式　　　　200,000株
第8回新株予約権　　18,000個
（その目的となる株式　1,800,000株）
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 偉潤国際株式会社
新株式　　　　200,000株
第8回新株予約権　　18,000個
（その目的となる株式　1,800,000株）

 

 
f.株券等の保有方針
①大都(香港)實業有限公司

本新株式及び本新株予約権の割当予定先である大都香港は、本第三者割当で取得する本新株式及び本新株予約権
の行使により取得する当社普通株式は中長期保有を前提とする意向である旨、口頭にて鄧明輝氏に確認をしており
ます。また、当社は割当予定先から、本新株式の払込期日から２年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡した場合
には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、
及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を払込期日までに取得する予定であ
ります。さらに割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡を検討する場合には、当社において事前に譲受人の本人
確認、反社会的勢力等との関係確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の行使により取得する株式の保有方針の
確認、当社が割当予定先との間で契約する取得等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、当社取締
役会で承認が必要であるため、当社取締役会にて譲渡が承認された場合には、その内容を開示いたします。

 
②株式会社ＪＭＥ

割当予定先であるＪＭＥ社とは、保有方針に関して特段の取決めをしておりませんが、権利行使を前提として保
有し、権利行使に基づき発行された普通株式につきましても、中長期保有とすることを口頭で確認しております
が、株価の推移によっては、投資回収の観点から市場において売却し、利益を得る可能性が考えられます。ただ
し、売却に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて当社代表取締役社長である鄧明輝が確
認しております。また、当社は割当予定先から、本新株式の払込期日から２年以内に本新株式の全部又は一部を譲
渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告
すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を払込期日までに取得す
る予定であります。さらに割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡を検討する場合には、当社において事前に譲
受人の本人確認、反社会的勢力等との関係確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の行使により取得する株式の
保有方針の確認、当社が割当予定先との間で契約する取得等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認
し、当社取締役会で承認が必要であるため、当社取締役会にて譲渡が承認された場合には、その内容を開示いたし
ます。

 
③株式会社ＭＪ

割当予定先であるＭＪ社とは、保有方針に関して特段の取決めをしておりませんが、純投資を目的としており、
割当予定先が本第三者割当で取得する本新株式及び本新株予約権の行使により取得する当社株式について、適宜判
断の上、比較的短期間で売却を目標とするものの、売却に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを
口頭にて当社代表取締役社長である鄧明輝が確認しております。また、当社は割当予定先から、本新株式の払込期
日から２年以内に本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告するこ
と、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意
することにつき、確約書を払込期日までに取得する予定であります。さらに割当予定先が本新株予約権を第三者に
譲渡を検討する場合には、当社において事前に譲受人の本人確認、反社会的勢力等との関係確認、行使の払込原資
確認、本新株予約権の行使により取得する株式の保有方針の確認、当社が割当予定先との間で契約する取得等の権
利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、当社取締役会で承認が必要であるため、当社取締役会にて譲渡
が承認された場合には、その内容を開示いたします。

 
④株式会社海越商事

割当予定先である海越商事社とは、保有方針に関して特段の取決めをしておりませんが、権利行使を前提として
保有し、権利行使に基づき発行された普通株式につきましても、中長期保有とすることを口頭で確認しております
が、株価の推移によっては、投資回収の観点から市場において売却し、利益を得る可能性が考えられます。ただ
し、売却に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて当社代表取締役社長である鄧明輝が確
認しております。また、当社は割当予定先から、本新株式の払込期日から２年以内に本新株式の全部又は一部を譲
渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告
すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を払込期日までに取得す
る予定であります。さらに割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡を検討する場合には、当社において事前に譲
受人の本人確認、反社会的勢力等との関係確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の行使により取得する株式の
保有方針の確認、当社が割当予定先との間で契約する取得等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認
し、当社取締役会で承認が必要であるため、当社取締役会にて譲渡が承認された場合には、その内容を開示いたし
ます。

 
⑤偉潤国際株式会社

割当予定先である偉潤国際社とは、保有方針に関して特段の取決めをしておりませんが、権利行使を前提として
保有し、権利行使に基づき発行された普通株式につきましても、中長期保有とすることを口頭で確認しております
が、株価の推移によっては、投資回収の観点から市場において売却し、利益を得る可能性が考えられます。ただ
し、売却に際しては市場への影響を常に留意する方針であることを口頭にて当社代表取締役社長である鄧明輝が確
認しております。割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡を検討する場合には、事前に譲受人の本人確認、反社
会的勢力等との関係確認、行使の払込原資確認、本新株予約権の行使により取得する株式の保有方針の確認、当社
が割当予定先との間で契約する取得等の権利・義務についても譲受人が引継ぐことを確認し、当社取締役会で承認
が必要であるため、当社取締役会にて譲渡が承認された場合には、その内容を開示いたします。
なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、有価証券届出書の効力発生後、第三者割当て契約証

書（以下、「本買受契約」といいます。）を締結する予定です。また、本買受契約において、当社と割当予定先
は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 434 条第１項及び同規程施行規則第
436 条第１項乃至第５項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第 13 条の
定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、
本新株予約権の払込日時点における上場株式 数の10％を超える部分に係る行使（以下、「制限超過行使」といい
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ます。）を制限するよう措置を講じる予定です。
具体的には、以下の内容を本買受契約で定める予定です。
割当先は、いずれの暦月においても、当該暦月において本新株予約権の行使により交付されることになる発行会

社普通株式の数の合計が、発行会社の発行済株式総数の10％を超えることとなる本新株予約権の行使（以下「制限
超過行使」という。）を行わないものとする。割当先は、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ、当該本
新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて発行会社に確認するものとし、発行会社は、割当先から
かかる確認を受けた場合、直ちに回答するものとする。       
前項の規定は、以下に掲げる期間又は場合には適用しない。

①発行会社普通株式が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等（以下「合併等」という。）が行われること
が公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間

②発行会社に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表
された時までの間

③発行会社普通株式が、上場されている金融商品取引所において監理銘柄又は整理銘柄に指定された時から当該指
定が解除されるまでの間

④本新株予約権の行使価額が、発行決議日における発行会社普通株式の普通取引の終値以上である場合（なお、株
式分割等が行われた場合、割当先は、発行会社と協議の上で本項の基準となる終値を公正かつ合理的に調整する
ものとする。）

⑤本新株予約権の行使請求期間の最終2ヶ月間
 
g.払込みに要する資金等の状況
①大都(香港)實業有限公司

当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先を名義とする銀行残高の写し（2024年10月22日
付）を取得し、本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されていることを確認しております。な
お、本新株予約権の行使資金につきましては、割当予定先は本新株予約権の全てについて一度に行使を行うだけの
資金を保有しておりません。しかしながら、大都香港の事業資金及び別途金融機関等の融資により行うことを検討
しており、資金の不足により本新株予約権の未行使が生じる可能性は低いことを口頭にて当社の取締役である半田
紗弥が確認しております。

 
 
②株式会社ＪＭＥ

当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先を名義とする銀行口座の写し（2024年10月22日
付）及び同社の取締役であるカク振杰氏から同社に対する2024年９月20日付「金銭消費貸借契約書」（金額：20百
万円、貸出日：2024年９月26日、返済期限：2025年９月25日、利率：0.5％、無担保・無保証）を取得し、本新株
式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されていることを確認しております。なお、本新株予約権の行
使資金につきましては、割当予定先は一度に当該行使金額の総額の行使を行うだけの資金を保有しておりません。
しかしながら、本新株予約権の行使については、株価上昇時に本第三者割当による取得した本新株予約権の行使に
より取得した当社普通株式を市場で売却し、売却資金を充当する可能性があること、当社株式を売却する場合には
可能な限り市場動向に配慮しながら行うこと、の説明をＪＭＥ社の代表取締役である王依莉氏より当社の代表取締
役社長である鄧明輝が口頭にて確認しております。

 
③株式会社ＭＪ

当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先を名義とする銀行口座の写し（2024年10月21日
付）を取得し、本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されていることを確認しております。な
お、本新株予約権の行使資金につきましては、割当予定先は一度に当該行使金額の総額の行使を行うだけの資金を
保有しておりません。しかしながら、本新株予約権の行使については、本第三者割当による取得した本新株予約権
の行使により取得した当社普通株式を市場で売却し、売却資金をもって、権利行使を繰り返す方針であること、当
社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことの説明をＭＪ社の代表取締役である国仲真
衣氏より当社の代表取締役社長である鄧明輝が口頭にて確認しております。

 
④株式会社海越商事

当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先を名義とする銀行口座の写し（2024年10月21日
付）及び同社の代表取締役である池上聖子氏の親族である池上龍也氏から同社に対する2024年10月８日付「貸付契
約書」（金額：34百万円、貸出日：2024年10月８日、返済期限：2025年10月７日、利率：0.5％、無担保・無保
証）を取得し、本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されていることを確認しております。な
お、本新株予約権の行使資金につきましては、割当予定先は一度に当該行使金額の総額の行使を行うだけの資金を
保有しておりません。しかしながら、本新株予約権の行使については、借入等による資金調達を行うか、株価上昇
時に本第三者割当による取得した本新株予約権の行使により取得した当社普通株式を市場で売却し、売却資金を充
当する可能性があること、当社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことの説明を海越
商事社の代表取締役である池上聖子氏より当社の代表取締役社長である鄧明輝が口頭にて確認しております。

 
⑤偉潤国際株式会社

当社は、本第三者割当の引受に係る払込みについて、割当予定先を名義とする銀行口座の写し（2024年10月23日
付）及び同社の代表取締役であるである劉東偉氏から同社に対する2024年10月８日付「金銭消費貸借契約書」（金
額：35百万円、貸出日：2024年10月21日、返済期限：2025年10月22日、利率：0.3％、無担保・無保証）を取得
し、本新株式及び本新株予約権の発行価額を上回る金額が確保されていることを確認しております。なお、本新株
予約権の行使資金につきましては、割当予定先は一度に当該行使金額の総額の行使を行うだけの資金を保有してお
りません。しかしながら、本新株予約権の行使については、借入等による資金調達を行うか、株価上昇時に本第三
者割当による取得した本新株予約権の行使により取得した当社普通株式を市場で売却し、売却資金を充当する可能
性があること、当社株式を売却する場合には可能な限り市場動向に配慮しながら行うことの説明を偉潤国際社の代
表取締役である劉東偉氏より当社の代表取締役社長である鄧明輝が口頭にて確認しております。

 
h. 割当予定先及び関係先の実態
①大都(香港)實業有限公司
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当社は、割当予定先である大都香港の株主及び役員（以下、「割当予定先等」という。）について、暴力団等の
反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（住所：東京都港区
芝大門二丁目11番８号　代表取締役　小板橋仁）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査
報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記
のとおり割当予定先等、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないことを
確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

 
②株式会社ＪＭＥ

当社は、割当予定先であるＪＭＥ社の株主及び役員（以下、「割当予定先等」という。）について、暴力団等の
反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（住所：東京都港区
芝大門二丁目11番８号　代表取締役　小板橋仁）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査
報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記
のとおり割当予定先等、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないことを
確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

 
③株式会社ＭＪ

当社は、割当予定先であるＭＪ社の株主及び役員（以下、「割当予定先等」という。）について、暴力団等の反
社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（住所：東京都港区芝
大門二丁目11番８号　代表取締役　小板橋仁）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査報
告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上記の
とおり割当予定先等、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないことを確
認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

 
④株式会社海越商事

当社は、割当予定先である海越商事社の株主及び役員（以下、「割当予定先等」という。）について、暴力団等
の反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（住所：東京都港
区芝大門二丁目11番８号　代表取締役　小板橋仁）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調
査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上
記のとおり割当予定先等、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないこと
を確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

 
⑤偉潤国際株式会社

当社は、割当予定先である偉潤国際社の株主及び役員（以下、「割当予定先等」という。）について、暴力団等
の反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるリスクプロ株式会社（住所：東京都港
区芝大門二丁目11番８号　代表取締役　小板橋仁）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調
査報告書において、当該割当予定先等の関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けております。上
記のとおり割当予定先等、割当予定先等の役員又は主要株主（主な出資者）が反社会勢力とは一切関係がないこと
を確認しており、別途その旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。

２ 【株券等の譲渡制限】
　本新株予約権は、会社法第236条第１項第６号に定める新株予約権の譲渡制限はありませんが、本引受契約における
制限として、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要す
る旨の制限が付されております。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡
することを妨げません。なお、当社は、各割当予定先は引受後に譲渡を行う意思がないことを各割当予定先より口頭
にて確認しておりますが、本新株予約権の全部又は一部を譲渡する場合には、当社取締役会における承認の前に、譲
受人の本人確認、反社会的勢力と関わりがないことの確認、行使に係る払込原資の確認、本新株予約権の保有方針の
確認を行い、本引受契約に係る行使制限等の権利義務について譲受人が引継ぐことを条件に、承認の可否を判断する
予定です。また、当社取締役会において本新株予約権の譲渡を承認した場合には、当該内容を開示いたします。

３ 【発行条件に関する事項】
（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容

①新株式
本新株式における発行価額は、割当予定先との協議の結果、本新株式に係る取締役会決議日の直前取引日

（2024年10月29日）の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における直前取引日の終値である当社株式の終値
179円を基準とし、当該株価から179円から9.5％ディスカウントした162円といたしました。なお、当社代表取締役
社長である鄧明輝が株主である大都香港による引き受け分はディスカウントを行うことなく、株式会社東京証券取
引所スタンダード市場における直前取引日の終値である当社株式の終値179円としております。

上記発行価額は、直近の市場価額に基づくものが合理的であると判断したこと及び、日本証券業協会「第三者
割当増資の取扱いに関する指針」(2010年４月１日付　以下、「日証協指針」といいます。)によると、第三者割当
により株式の発行を行う場合には、その払込金額は原則として株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額（直
前日における売買がない場合は、当該直前日から遡った直近日の価額）を基準として決定することとされているた
め、本件第三者割当の発行価額を決定する際にも、本件第三者割当に係る取締役会決議の直前営業日の終値を基準
といたしました。

また、発行価額のディスカウント率を9.5％とした経緯としましては、過去事業年度において継続して経常損失
を計上していることを勘案し、割当予定先からの発行価額における10％程度のディスカウントの打診を受け、日証
協指針に準拠する10％を超えない範囲で、相応の率をディスカウントすることはやむを得ないと判断し、発行価額
について割当予定先のディスカウントに対する要望を受け入れた結果によるものとなります。

なお、大都香港に対する発行価額（179円）は、本件第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前取引日まで
の１カ月間の終値平均である156.62円から14.29％のプレミアム、当該直前取引日までの３カ月間の終値平均であ
る158.58円から12.88％のプレミアム、当該直近取引日までの６か月間の終値平均である157.09円から13.95％のプ
レミアムとなっております。

また、その他の割当予定先である株式会社ＪＭＥ、株式会社ＭＪ、株式会社海越商事、偉潤国際株式会社を割
当先とする本新株式の発行価額（162円）は、本件第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前取引日の終値で
ある179円から9.5％のディスカウント、当該直前取引日までの１カ月間の終値平均である156.62円から3.44％のプ
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レミアム、当該直前取引日までの３カ月間の終値平均である158.58円から2.16％のプレミアム、当該直近取引日ま
での６か月間の終値平均である157.09円から3.13％のプレミアムとなっております。

 
以上のことから、当社取締役会においては、今回の資金調達の目的、他の調達手段の選択肢を考慮するととも

に、本新株式の発行条件について十分に討議、検討を行い、本新株式の発行価額は、適正かつ妥当な価額であり、
有利発行には該当しないものと判断いたしました。なお、ディスカウント率についても日証協指針に基づいても有
利発行に該当しない範囲内であるため合理的かつ適法であると当社取締役会において判断しております。

また、当社監査役３名(うち２名が社外監査役)も、本新株式の発行価額の算定方法については、取締役会決議
日の直前取引日の終値に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも合理的なものであり、ま
た、9.5％のディスカウント率についても、本第三者割当による増資規模の必要性、本第三者割当で発行する当社
株式の流通量が既存株主に与える影響（詳細は、下記「（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると
判断した根拠」を参照）、当社の業績及び信用リスク、割当予定先が負う価格下落リスクの諸観点から当該ディス
カウント率の合理性について十分な検討が行われていること及び日証協指針も勘案されていることから、有利発行
でないことについて適法である旨の意見が述べられております。なお、本新株式の当社取締役との本割当契約に関
する取締役会決議（会社法244条３項）につきましては、当社取締役である鄧明輝氏が特別利害関係を有するた
め、鄧明輝氏を除いた当社出席取締役全員賛同のもと、本第三者割当増資を決議しております。

 
②第７回新株予約権

本新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、上場企業の第三者割当増資における公正価値の算定実績をも
とに選定した第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（住所：東京都千代田区永田町一丁
目11番28号、代表者：代表取締役　能勢　元）（以下、「ＴＦＡ」といいます。）に依頼し、本新株予約権の評価
報告書を取得いたしました。

当該機関は、割当予定先の権利行使行動及び株式売却動向並びに当社の本新株予約権取得動向について合理的
に想定される仮定を置くとともに、当社の株価179円（2024年10月29日の終値）、本新株予約権の行使価額（179
円）当社株式の市場流動性、配当率（０％）、割引率（リスクフリーレート0.446％）、ボラティリティ
（62.25％）、クレジット・コスト（23.01％）及び１日当たりの売却可能株式数（直近２年間にわたる当社普通株
式の１日当たり日次売買高の中央値（15,450株））等の諸条件等について一定の前提を置いて、権利行使期間
（2024年11月15日から2026年11月13日まで）その他の発行条件の下、一般的な株式オプション価値算定モデルであ
るモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値の算定を実施した結果、本新株予約権１個の払込金額を247
円（１株当たり2.47円）と算定いたしました。割当予定先の権利行使行動に関しては、株価が行使価額を超過し行
使が可能な場合には割当予定先は、１日当たりの売却可能株式数（直近２年間にわたる発行会社普通株式の１日当
たり日次売買高の中央値（154,500株））の10％を目途に直ちに権利行使を実施することを想定しています。ま
た、取得条項に関しては、株価が代替資金調達コストを超過するタイミングで、発行体が新株予約権を取得するこ
とを想定しております。その発生確率やタイミングに応じて、新株予約権の時間的価値は下がるため、公正価値は
減少する方向に作用します。また、行使価額修正条項に関しては、具体的には、発行要項に基づくタイミングで行
使価額が修正されるものとしており、モンテカルロ・シミュレーションにおいて、該当する時点の行使価額を修正
するようにしているとのことです。

当社は、算定に用いられた手法、前提条件及び合理的に想定された仮定等について、特段の不合理な点はな
く、公正価値の算定結果は妥当であると判断いたしました。この算定結果をもとに割当予定先へ打診した結果、承
諾いただき、本新株予約権１個の払込金額を金247円（１株当たり2.47円）といたしました。

本新株予約権の行使価額を取締役会決議日の直前取引日の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における
当社普通株式の終値を基準値として算定しましたのは、当社としましては、直前取引日の株価終値が当社の企業価
値を反映しているものと判断したものによります。

なお、本新株予約権の行使価額は本第三者割当増資に関する取締役会決議日の当該直前取引日までの１カ月間
の終値平均である156.62円から14.29％のプレミアム、当該直前取引日までの３カ月間の終値平均である158.58円
から12.88％のプレミアム、当該直近取引日までの６か月間の終値平均である157.09円から13.95％のプレミアムと
なっております。

なお、当社監査役３名(うち２名は社外監査役)全員から、本新株予約権の算定機関であるＴＦＡは、当社と継
続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定先からも独立し
た立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の払込金額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方法
で行われている同社の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額と同等額の払込金額を決定してい
ることから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見表明がありました。なお、本
新株式の当社取締役との本割当契約に関する取締役会決議（会社法244条３項）につきましては、当社取締役であ
る鄧明輝氏が特別利害関係を有するため、鄧明輝氏を除いた当社出席取締役全員賛同のもと、本第三者割当増資を
決議しております。

 
③第８回新株予約権

本新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、上場企業の第三者割当増資における公正価値の算定実績をも
とに選定した第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（住所：東京都千代田区永田町一丁
目11番28号、代表者：代表取締役　能勢　元）（以下、「ＴＦＡ」といいます。）に依頼し、本新株予約権の評価
報告書を取得いたしました。

当該機関は、割当予定先の権利行使行動及び株式売却動向並びに当社の本新株予約権取得動向について合理的
に想定される仮定を置くとともに、当社の株価179円（2024年10月29日の終値）、本新株予約権の行使価額（162
円　※当社の株価（2024年10月29日の終値の終値から9.5％ディスカウントした価額））当社株式の市場流動性、
配当率（０％）、割引率（リスクフリーレート0.446％）、ボラティリティ（62.25％）、クレジット・コスト
（23.01％）及び１日当たりの売却可能株式数（直近２年間にわたる当社普通株式の１日当たり日次売買高の中央
値（15,450株））等の諸条件等について一定の前提を置いて、権利行使期間（2024年11月15日から2026年11月13日
まで）その他の発行条件の下、一般的な株式オプション価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを
用いて公正価値の算定を実施した結果、本新株予約権１個の払込金額を330円（１株当たり3.30円）と算定いたし
ました。割当予定先の権利行使行動に関しては、株価が行使価額を超過し行使が可能な場合には割当予定先は、１
日当たりの売却可能株式数（直近２年間にわたる発行会社普通株式の１日当たり日次売買高の中央値（154,500
株））の10％を目途に直ちに権利行使を実施することを想定しています。また、取得条項に関しては、株価が代替
資金調達コストを超過するタイミングで、発行体が新株予約権を取得することを想定しております。その発生確率
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やタイミングに応じて、新株予約権の時間的価値は下がるため、公正価値は減少する方向に作用します。また、行
使価額修正条項に関しては、具体的には、発行要項に基づくタイミングで行使価額が修正されるものとしており、
モンテカルロ・シミュレーションにおいて、該当する時点の行使価額を修正するようにしているとのことです。

当社は、算定に用いられた手法、前提条件及び合理的に想定された仮定等について、特段の不合理な点はな
く、公正価値の算定結果は妥当であると判断いたしました。この算定結果をもとに割当予定先へ打診した結果、承
諾いただき、本新株予約権１個の払込金額を金330円（１株当たり3.30円）といたしました。

本新株予約権の行使価額を取締役会決議日の直前取引日の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における
当社普通株式の終値を基準値として算定しましたのは、当社としましては、直前取引日の株価終値が当社の企業価
値を反映しているものと判断したものによります。

また、ディスカウント率を9.5％とした経緯としましては、過去事業年度において継続して経常損失を計上して
いることを勘案し、割当予定先からの発行価額における10％程度のディスカウントの打診を受け、日証協指針に準
拠する10％を超えない範囲で、相応の率をディスカウントすることはやむを得ないと判断し、発行価額について割
当予定先のディスカウントに対する要望を受け入れた結果によるものとなります。

なお、本新株予約権の行使価額は本第三者割当増資に関する取締役会決議日の直前取引日の終値である179円か
ら9.5％のディスカウント、当該直前取引日までの１カ月間の終値平均である156.62円から3.44％のプレミアム、
当該直前取引日までの３カ月間の終値平均である158.58円から2.16％のプレミアム、当該直近取引日までの６か月
間の終値平均である157.09円から3.13％のプレミアムとなっております。

当社監査役３名(うち２名は社外監査役)全員から、本新株予約権の算定機関であるＴＦＡは、当社と継続的な
取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立していると認められること、割当予定先からも独立した立場
で評価を行っていること、また、本新株予約権の払込金額算定方法としては市場慣行に従った一般的な方法で行わ
れている同社の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額と同等額の払込金額を決定していること
から、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見表明がありました。

 
(２)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株式の発行により増加する株式数及び本新株予約権に係る潜在株式数は、それぞれ900,000株（議決権数9,000
個）及び8,100,000株（議決権数81,000個）の合計9,000,000株（議決権数90,000個）となり、2024年10月30日現在の
発行済株式総数38,166,100株（議決権数381,045個）に対して、本新株式の発行により2.36％（議決権比率
2.36％）、本新株予約権の発行により21.22％（議決権比率21.26％）の合計23.58％（議決権比率23.62％）の希薄化
が生じます。
また、本新株予約権が行使された場合の最大交付株式数8,100,000株に対して、当社株式の過去６か月間における

１日あたり平均出来高は、1,921,510株であり、本新株予約権が行使された場合の最大交付株式8,100,000株を本新株
予約権の行使期間である２年間（245日／年間平均営業日数で計算）で売却すると仮定した場合の１日当たりの株式
数は約18,367株となり、上記１日あたりの平均出来高の0.96％に留まることから、当社普通株式は、本新株予約権の
目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有していると判断しており、本新株予約権の行使により発行され
た当社普通株式の売却は、当社普通株式の流動性によって吸収可能であると判断しております。
当社といたしましては、今回の資金調達を、上記「第１ 募集要項　３ 新規発行による手取金の使途　(2) 手取金

の使途」に記載するとおり、必要不可欠であり、当社グループの業績回復が進むことによって既存株主様の利益につ
ながるものであることから、今回の第三者割当による新株予約権の発行による株式の発行数量及び希薄化の規模は、
一定の合理性を有しているものであると判断いたしました。

４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

（％）

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の総議
決権数にする
所有議決権数
の割合　(％)

北山聡明 長野県長野市 6,200,000 16.27 6,200,000 13.16

大都(香港)實業有限公司
（DADU(HONGKONG)
CO.,LIMITED
 DIRECTOR DENG MINGHUI）
 (常任代理人　劉　媚)

FLAT/RM
C,3/F.,CAMERON
COMMERCIAL
BUILDING,468 HENNESSY
ROAD.CAUSEWAY BAY
HONGKONG
 (東京都豊島区)

3,126,500 8.21 5,126,500 10.88

鄧　明輝 東京都文京区 3,340,918 8.77 3,340,918 7.09

株式会社ＭＪ
千葉県市川市堀之内二
丁目9番22号

― ― 2,000,000 4.25

株式会社海越商事
長野県上田市上田原８
７２番地７

― ― 2,000,000 4.25

偉潤国際株式会社
東京都台東区北上野二
丁目25番９号

― ― 2,000,000 4.25

田賀健太郎 大阪市西区 1,294,000 3.40 1,294,000 2.75
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株式会社ＤＭＭ.com証券
東京都中央区日本橋二
丁目７番１号

1,225,600 3.22 1,225,600 2.60

株式会社ＪＭＥ
埼玉県川口市上青木西
三丁目８番７号

― ― 1,000,000 2.12

株式会社Ｙ.Ｓ.Ｄ
東京都台東区台東一丁
目２４番９号

985,500 2.59 985,500 2.09

計  16,172,518 42.44 25,172,518 53.44
 

（注）１．所有株式数につきましては、2024年７月31日時点の株主名簿に記載された数値を記載しております。
２．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年７月31日現在の当社の発行済株式総数をもとに算出

しております。
３．「割当後の所有株式数」は本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式の数に「所有株式数」に記

載した株式数を加算した数を記載しております。また、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割
合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算
出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加えた数で除して算出してお
ります。

４．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、
小数点以下第３位を四捨五入しております。

 
６ 【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません

８ 【その他参考になる事項】

　該当事項はありません
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第４ 【その他の記載事項】

　該当事項はありません
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。

第２ 【統合財務情報】

該当事項はありません。

第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交

付子会社との重要な契約）】

該当事項はありません。
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第三部 【追完情報】
１．事業等のリスクについて

下記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第40期、提出日2024年４月26日) 及び四半期報告書（第41期第１四
半期　提出日2024年６月14日）(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当
該有価証券報告書等提出後、本有価証券届出書提出日(2024年10月30日)までの間に生じた変更はありません。また、
当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年10月30日)現在におい
ても変更の必要はないものと判断しております。

 
２．臨時報告書の提出

下記「第四部 組込情報」の有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年10月30日)までの間に
おいて、以下の臨時報告書及び訂正臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2024年４月26日提出の臨時報告書)

１．提出理由
　当社は、2024年４月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。

 
２．報告内容

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年４月26日

 
(2) 当該決議事項の内容
 第１号議案 取締役４名選任の件
 取締役として、鄧 明輝、塚本 雄三、半田 紗弥、下村 昇治の４名を選任するものであります。

 
 第２号議案 監査役３名選任の件
 監査役として、根本 佳明、呂 娟、中村 卓哉の３名を選任するものであります。

 
 第３号議案 補欠監査役１名選任の件
 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、石田華子を選任するもの
 であります。

 
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
　　れるための要件並びに当該決議の結果

 
総議決権の数（2024 年1月 31 日現在） 319,060個

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

賛成比率（％） 可否

 第１号議案  
 鄧 明輝 170,276 310 0 99.81％ 可

 塚本 雄三 170,251 335 0 99.80％ 可

 半田 紗弥 170,251 335 0 99.80％ 可

 下村 昇治 170,196 390 0 99.77％ 可

 第２号議案  
 根本 佳明 170,200 386 0 99.77％ 可

 呂  娟 170,201 385 0 99.77％ 可

 中村 卓哉 170,204 382 0 99.77％ 可

 第３号議案  
 石田 華子 170,025 561 0 99.67％ 可
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案、第２号議案、および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する
株主の出席および出席した当該株主の議決権（事前行使分を含む）の過半数の賛成です。
 

(4)賛成、反対及び棄権の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理
由　　　　　　

議決権行使書及び電磁的方法による事前行使分並びに株主総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に
関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、株主総会当
日に出席したその余の株主の賛成、反対、及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

 
(2023年５月８日提出の臨時報告書)
１．提出理由
　当社は、４月18日開催の取締役会において、当社を株式交付親会社とし、株式会社北山商事（本社：長野県長野
市、代表取締役社長：北山 聡明）を株式交付子会社とする株式交付を実施することを決議し、株式会社北山商事の
発行済株式1,000株うち501株（50.1％）を取得する株式交付計画を作成しましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。

 
２．報告内容
 （１）取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
商　　　　号：株式会社北山商事
本店の所在地：長野県長野市大字赤沼767番地１
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代表者の氏名：代表取締役社長　北山 聡明
資本金の額　：  50百万円
純資産の額　： 220百万円（2023年９月期）
総資産の額　：3,548百万円（2023年９月期）
事業の内容　：鉄、非鉄金属のリサイクル 廃棄物処理 解体工事

 
（２）取得対象子会社の最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

 21年９月期 22年９月期 23年９月期

 売上高 5,134百万円 10,495百万円 15,370百万円

 営業利益 53百万円 35百万円 176百万円

 経常利益 53百万円 36百万円 165百万円

 当期純利益 4百万円 25百万円 85百万円
 

 
（３）取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 資本関係 該当事項はありません。

 人的関係 該当事項はありません。

 取引関係 金属の仕入取引があり、また、合弁会社を設立しております。
 

 
（４）取得対象子会社に関する子会社取得の目的
　当社グループの主な事業は、「廃プラスチックリサイクル事業」、「貿易事業〔金属(主に銅・アルミニウム)リサ
イクル事業〕及び酒類・食品及び日用雑貨品輸出事業」、「アパレル事業」、「不動産関連サービス事業」でありま
す。
　北山商事は、2008年長野県長野市で設立、同所に本社工場を開業しました。開業後一貫して原材料(鉄、非鉄金
属、古紙、古着、プラスチック)の集荷・選別・加工・提供をおこなう資源リサイクル事業と資源リユース事業を主
たる事業としており、長野県内に3ヶ所の工場と1ヶ所のプラント、新潟県に直江津港ヤードを所有しております。中
古の鉄スクラップやスチール缶、アルミ缶、銅、アルミ、ステンレス、真鍮、レアメタル、その他非鉄金属、OA機
器、産業機械、農業機械、工業機械、電気製品などを買取りし選別と加工を行い、リサイクル原料とリユース商品と
して販売しております。また、事業所や工場の引越し、廃業や倒産に伴う什器類、廃機械、搬出困難な大型機械、産
業用機械や各種プラント設備を解体し、工場建屋等の現場から搬出撤去する解体事業や、須坂長野東ICに接した工業
団地に立地する地理的メリットを活かした産業廃棄物処理事業もおこなっております。同社は、国内各地に広がる取
引先のネットワークを構築しております。また、新潟県直江津港を拠点として、中国、韓国、タイやインドネシア等
に向け、各国のニーズに沿ったスクラップ資源を輸出しております。
　さらに同社は、企業価値の向上に前向きで、2015年には、環境マネジメントシステム国際規格ISO 14001及び品質
マネジメントシステム国際規格ISO 9001：2008の認証を取得し、それらの保持に務めております。また、循環型社会
の構築に積極的に取り組んでおり、その結果、競合他社との差別化に成功したことで、顧客からの高い評価と信頼を
獲得し、2023年9月期は2021年9月期比で、売上高199.34％増、経常利益207.53％増となりました。
　当社貿易部門の中で、金属リサイクル事業に係る売上高は、前年度33億円、今年度55億円と順調に取引規模が拡大
しており、当社の主力事業に成長しております。現在、当社の金属リサイクル事業は、鉄くずスクラップの輸出が中
心ですが、北山商事を子会社化することにより当社金属リサイクル事業において、鉄くずスクラップの集荷・切断・
圧縮等の工程を経た商品をグループ内で製造が可能となり、それらは、建築、車両、家電、産業向けの利益率の高い
スクラップとなります。具体的には、当社は、同社の有する長野県内の3ヶ所の工場と1ヶ所のプラントにおいて、当
社顧客のニーズに応じて選別、加工した製品を当社顧客に出荷販売することが可能となります。
　また、北山商事は国内に鉄・非鉄金属の販売先を30社程度有しており、当社は、同社からの顧客紹介を受け、それ
ら販売先を当社の販売先として共有できることになります。さらに、北山商事は同社工場において廃プラスチックリ
サイクル商品を製造していることから、当社は現取引先に北山商事が製造する廃プラスチックリサイクル商品を販売
することで当社の売上げの増大を図っていく計画であります。
　一方で、北山商事にとっては、当社が有する全国４か所(千葉県、茨城県、兵庫県及び富山県)の工場の一部をス
トックヤードとして利用することができます。その結果、同社にとっても関東関西北陸地区での仕入れルート、販売
ルートの確保が可能となります。現在、当社は金属リサイクル事業の仕入れの約70％を北山商事からおこなってお
り、貿易事業の一層の拡大を図るため、主要取引先である北山商事を被買収候補として2023年8月頃より交渉を重
ね、株式取得による子会社化することで合意に至りました。
　また、当社は北山商事と合弁で廃金属仕入れ輸出を主業とする総合リサイクル企業を目指した北都金属新材料株式
会社を2022年12月15日に設立し、営業を展開しております。今後、両社の企業規模の拡大やコストの削減、新たな市
場開拓や顧客との新規取引開始、売上や利益の増加を期待できることから、今般、株式交付計画の作成に至りまし
た。

 
（５）株式交付計画の内容の概要
1.当社は、2024年5月15日を効力発生日とし、当社を株式交付親会社、北山商事を株式交付子会社とする株式交付を行
うこととする株式交付計画(以下「本株式交付計画」といいます。)について、当社取締役会の承認を得ております。
本株式交付計画に基づき、北山商事の普通株式1株に対して、当社の普通株式6,200,000株を割当て交付します。本株
式交付計画の内容は、下記「２. 株式交付計画の内容」のとおりであります。

 
２.株式交付計画の内容
当計画書は、2024年4月18日の当社取締役会で決議されたものである。
 
第１条  株式会社新都ホールディングスが譲り受ける株式会社北山商事の株式の数の下限は501株とする。

 
第２条  株式会社新都ホールディングスは北山聡明氏に対して株式会社北山商事の株式501株の対価として、株式会
社新都ホールディングスの株式620万株を交付する。
 
第３条  株式会社新都ホールディングスは北山聡明氏に対して、その譲渡する株式会社北山商事の株式1株につき、
株式会社新都ホールディングスの株式12,375.25株を割り当てる。
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第４条  本株式交付により増加する株式会社新都ホールディングスの資本金及び資本準備金の額。

 
(1)　増加する資本金　　　金０円

 
(2)　増加する資本準備金　会社計算規則に従い、当社が別途定める額

 
(3)　増加する利益準備金の額　金０円

 
第５条　北山商事株式会社株式の譲渡しの申し込みの期日は、2024年５月９日とする。
 
第６条　本株式交付の効力発生日は2024年５月15日とする。
 
（６）株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠
 　［株式交付比率］

 会社名

新都ホールディングス
株式会社

(株式交付親会社・当社)

株式会社北山商事
(株式交付子会社)

 株式交付比率 12,375.25 １
 

(注) １.本株式交付に伴い、北山商事の普通株式1株に対して当社の普通株式6,200,000株を交付します。
２.当社が本株式交付により発行する新株式数の下限:　普通株式6,200,000株0.6

上記新株式数は、当社が本株式交付に際して譲り受ける北山商事の普通株式の下限の数に対して交付する当
社の普通株式の数です。本株式交付が成立することで当社株式は19.39%の希薄化が起こる見込みです。なお、
本株式交付により、北山商事は当社の株式を16.24%保有することとなります。

３.1株に満たない端数の処理
本株式交付に伴い、当社株式1株に満たない端数の割当てを受けることになる北山商事の株主様に対しては、
当社は会社法第234条その他関連法令の定めに従い、その端数の合計数に相当する当社の式を売却し、係る売
却代金をその端数に応じて当該株主の皆様に交付いたします。

４.本株式交付により増加する当社の資本金及び資本準備金の額は、会社計算規則第39条の2の定めに従い
当社が別途適当に定める金額とします。

 
① 算定機関の名称並びに当社及び北山商事との関係
　当社は、当社並びに北山商事から独立した第三者算定機関である「株式会社HGKコンサルティング(所在地：東京都
港区北青山2丁目12-13青山KYビル4F代表取締役日垣秀庸氏、以下「HGK」という。)」に依頼し、2024年1月15日付で、
北山商事の株式価値に関する算定書を取得いたしました。現時点において、株式価値に関する算出根拠の数値に変更
がないため、当該算定結果を使用いたします。なお、HGKは当社及び北山商事の関連当事者には該当せず、当社及び北
山商事との間で重要な利害関係を有しておりません。
 
② 算定の概要
　当社株式については、東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、市場株価が存在することから市場株価法
(算定基準日を2024年4月17日とし、算定基準日の終値及び算定基準日から遡る、1か月、3か月、6か月の各期間の株価
終値の出来高加重平均)を採用いたしました。株価については、近時の値であるほうが、最近のトレンドを反映しやす
いという利点がある一方で、期間が短期であると、一時的な要因による価格変動の影響を受けるという問題があり、
いずれの期間がベストであるとも判断できないため、これらの値の最小値から最大値を市場株価法による算定結果と
しております。

 採用手法 算定結果(円)

 市場株価法 69.55　～　75.20
 

 
　HGKは、北山商事の株式について、非上場会社であるため市場株価が存在せず、将来清算する予定のない継続企業で
あるため、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法による算定を採用いたしました。算定については、北山商事
が作成した2024年9月期～2027年9月期までの財務予測を基本として、将来キャッシュフローを算定し、一定の割引率
(資本還元率9.4%～6.4%)で現在価値に割り引くことによって企業価値を評価し算定しております。なお、算定の対象
とした財務予測に大幅な増減益は見込んでおりません。　
  HGKが算定した、北山商事普通株式の１株当たりの株式価値の算定結果は以下のとおりであります。

採用手法 算定結果(円)

DCF法 1,127,552　～　2,578,420
 

 
  HGKは、北山商事の株式価値の算定に際して、当社から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則とし
てそのまま採用し、採用したそれらの情報が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれら
の正確性及び完全性の検証をおこなっておりません。また、北山商事と当社及び当社グループの資産または負債(偶発
債務を含みます。)について、個別の各資産、各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または査定をおこなっ
ておりません。加えて、北山商事と当社の財務予測については両社の経営陣による現時点で可能な最善の予測と判断
に基づき合理的に作成されたことを前提としております。
 
③交付株式数を620万株に決定した経緯
　当社が簡易株式交付によって、交付できる当社株式数の上限は直近期末純資産の20%あたり、概算6,393,200株であ
ります。株式交付で譲渡される北山商事の株式数の下限は、発行済み株式数の50.１％、501株です。算定結果の北山
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商事の１株あたりの株式価値は、最低値で1,127,552円であり、501株の価額は564,903,552円となります。当社株式の
算定額は、最高値で75.20円であり、564,903,552円を除すると7,512,015株となるため、簡易株式交付の上限を超えま
す。そのため、北山聡明氏と交渉し、北山商事株式1株に対し、当社株式12,375.25株という交付比率で合意いたしま
した。結果、北山商事株式501株に対して当社株式6,200,000株を交付することといたしました。
 
　参考

本株式交付の北山商事株式1株に対する当社株式の数

12,375.25株

算定結果をもとにした交換比率による北山商事株式1株に対する当社株式の数

14,994株　～　37,072株
 

 
（７）取得子会社に関する子会社取得の対価の額

株式取得価額 434百万円（概算）

アドバイザリー費用等 15百万円（概算）

合計 449百万円（概算）
 

 
なお、取得価額につきましては、金額の公平性を期すため第三者算定機関であるHGKによる株式価値算定を実施してお
りますので、これらの結果を総合的に勘案の上、相手先との協議を経て、当該第三者算定機関による株式価値算定結
果のレンジの範囲内で決定してまいります。 
 
（８）本株式交換の後の株式交付親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容
商号 新都ホールディングス株式会社

本店の所在地 東京都豊島区北大塚三丁目34番１号

代表者の氏名 代表取締役社長　　　鄧　明輝

資本金の額 2,473百万円（2024年１月31日現在）

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容
廃プラスチックリサイクル事業、金属(主に銅・アルミニュウム)リサイクル事
業、酒類・食品、日用雑貨品輸出事業、アパレル事業、不動産関連サービス事
業

 

 
（2024年５月13日提出の臨時報告書の訂正報告書）
１．提出理由
　当社が、2024年５月８日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２
項第３号の規定に基づき提出しました臨時報告書につきましては、記載事項の訂正があったため、金融商品取引法第
24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２．訂正事項
　訂正箇所には　　　（下線）を付して表示しています。

 
 (訂正前)
（１）取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業

の内容
商　　　　号：株式会社北山商事
本店の所在地：長野県長野市大字赤沼767番地１
代表者の氏名：代表取締役社長　北山 聡明
資本金の額　：  50百万円
純資産の額　： 220百万円（2023年９月期）
総資産の額　：3,548百万円（2023年９月期）
事業の内容　：鉄、非鉄金属のリサイクル 廃棄物処理 解体工事

 
（２）取得対象子会社の最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益の全文
（３）取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係の全文
（４）取得対象子会社に関する子会社取得の目的の全文
（５）株式交付計画の内容の概要の全文
（６）株式交付に係る割当ての内容及びその算定根拠の全文
（７）取得子会社に関する子会社取得の対価の額の全文
（８）本株式交換の後の株式交付親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資

産の額、総資産の額及び事業の内容の全文
 
(訂正後)
（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
　①　名称　　　　：株式会社北山商事
　②　住所　　　　：長野県長野市大字赤沼767番地１
　③　代表者の氏名：代表取締役社長　北山 聡明
　④　資本金　　　：50百万円
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　⑤　事業の内容　：鉄、非鉄金属のリサイクル 廃棄物処理 解体工事

 
（２）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等

の議決権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

      異動前：        ―　個
       異動後：       501　個（予定）

② 総株主等の議決権に対する割合
       異動前：    　  ―  ％
       異動後：        50.1 ％

 
（３）当該異動の理由及びその年月日

①  異動の理由　
当社は、４月18日開催の取締役会において、当社を株式交付親会社とし、株式会社北山商事を株式交付子会社

とする株式交付を実施することを決議いたしました。当該子会社の売上高の総額または仕入高の総額が、当社の
売上高の総額または仕入高の総額の100分の10以上に相当し特定子会社に該当することとなります。

② 異動の年月日
2024年５月15日　（予定）

 
(2024年５月15日提出の臨時報告書)
１．提出理由
　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２．報告内容
 （１）当該異動に係る主要株主の名称

　　　主要株主となるもの　　　　　　　北山 聡明　氏

 
（２）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主の議決権に対する割合

 異動前  － 個 　－ ％

 異動後  62,000個  16.24％

 

注 １．当社の単元株式数は100 株であります。

２．異動後の議決権保有割合は、当社の2024年１月31日現在の総議決権数（319,661個）に、2024年５月

   15日を効力発生日として実施した株式会社北山商事の子会社化における株式交付にあたって割当交

   付した自己株式の議決権の数（62,000個）を加算した数（381,661個）を分母として計算

  　   （小数点以下第三位を四捨五入）しております。

 
（３）当該異動の理由及び年月日

① 当該異動の理由
当社は、2024年４月18日付当社取締役会において、当社を株式交付親会社とし株式会社北山商事（以下、「北山

商事」という。）を株式交付子会社とする株式交付を実施することを決議し、株式交付計画を作成しまし
た。　　　　　　　　　　　　　

本株式交付計画に基づき、当社と北山商事 代表取締役 北山 聡明氏との間で、北山商事の発行済株式1,000 株
のうち501 株について当社が本株式交付に際して譲受ける株式交付子会社の株式の総数として譲渡しを受け、その
対価として当社の新規発行株式6,200,000株を北山 聡明氏に交付する〔株式の総数譲渡し契約〕を締結し、2024年
５月15日付で本株式交付の効力発生日が到来し、履行が完了したことにより主要株主の異動を確認いたしました。

 
② 異動年月日

   2024年５月15日

 
（４）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　 　　　2,473,989,928円
発行済株式総数　　普通株式　　　38,166,100株　　　　　　　　　　　　　　　

 
(2024年９月27日提出の臨時報告書)
１．提出理由
　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府
令第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 
２．報告内容
（１）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

　　主要株主となるもの　田賀　健太郎
 
（２）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

　　主要株主となるもの

 所有議決権の数 総株主の議決権に対する割合
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異動前
（2022年６月28日）

29,530個
（2,953,000株）

11.39％

異動後
（2024年９月18日）

12,500個
（1,250,000株）

3.28％

 

（注）１．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2022年1月31日付株主名簿に記録された総株主の議決権の

数である259,199個を基準にして算出しております。自己株式の58,200株を含まれていません。

２．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2024年7月31日付株主名簿に記録された総株主の議決権

の数である381,079個を基準にして算出しております。自己株式の58,200株を含まれていません。

３．2022年1月31日現在の発行済株式総数 25,978,100株

４．2024年7月31日現在の発行済株式総数 38,166,100株

５．総株主の議決権の数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。

６．なお、当該異動について、当社として議決権の有無の確認はできておりませんが、提出された大量保有

報告書（変更報告書）に基づき、議決権を有するものとして開示しております。

 
３．当該異動の年月日

　　　2024年９月18日
 
４．本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

　　　資本金の額　　　　2,473,989,930円
　　　発行済株式総数　　普通株式　38,166,100株
 

以　上
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第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書
事業年度
(第40期)

自　2023年２月１日
至　2024年１月31日

2024年４月26日
関東財務局長に提出

半期報告書
事業年度

（第41期中）
自　2024年２月１日
至　2024年７月31日

2024年９月13日
関東財務局長に提出

 

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(ＥＤＩＮＥＴ)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)Ａ４－１に基づき本届出書の添付書類としております。
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第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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第六部 【特別情報】

 
第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2024年４月26日

新都ホールディングス株式会社

取締役会　御中

　

監査法人アリア

東京都港区
 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 茂　　木　　秀　　俊 ㊞
 

　

代表社員
業務執行社員

 公認会計士 山　　中　　康　　之 ㊞
 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている新都ホールディングス株式会社の2023年２月１日から2024年１月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結

キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細

表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、新都ホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての

その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として

特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程

及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するもの

ではない。
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貿易事業売上の実在性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

セグメント情報に記載されているとおり、貿易売上は

6,271,284千円と連結財務諸表の売上高全体の99.6％を占

め金額的重要性が高い。　

また、貿易取引は、取引一件当たりの取引金額が多額

であることが多く、当該売上から虚偽表示が生じた場合

は、経営成績等に重大な影響を与える可能性がある。

　これらの理由により、当監査法人は貿易事業売上の実

在性を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、貿易事業売上の実在性を検討するた

め、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者が構築した貿易売上に関連する内部統制の整

備状況を評価し、運用状況の有効性を評価した。

・貿易事業売上に対する手続の実施範囲を拡大して手

続を実施するとともに、船積書類、通関書類、物品移

動に関する証憑、入金証憑等と会計帳簿と突合し、当

該売上が実在していることを確認した。

・期末時点で入金が未了の貿易事業売上に関しては、

広範に残高確認を実施するとともに、期末日後の入金

状況を確認した。

・新規の取引先に関しては、取引先との取引条件や関

連当事者への該当有無を含む関係性を検討し、取引先

との取引の合理性を検討した。
 

 

株式会社大都商会の固定資産の減損の認識の判定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

注記事項（連結損益計算書関係）に記載されている通

り、固定資産の減損損失は124,775千円となり、金額的

に重要性が高い。

株式会社大都商会は営業活動から生ずる損益が継続

してマイナスとなっていることから、固定資産の減損の

兆候があるものと判断し、減損損失の認識の判定を行っ

ている。減損損失の認識の判定は、取締役会で決議され

た翌事業年度の予算及び中期経営計画に基づき策定され

た割引前将来キャッシュ・フローの総額と、関連する固

定資産の帳簿価額を比較することで行っている。

　翌年度の事業計画には、今後の売上高の成長率や市場

環境の変化等の重要な仮定が含まれている。これらの重

要な仮定は将来の経済条件の変動等により影響を受ける

可能性がある。

　以上より、固定資産の減損損失の認識の判定には、

経営者による主観的な判断が介在するとともに、将来

の不確実性を伴うことから、当監査法人は当該事項を

監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、固定資産の減損の妥当性を検討する

ため、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者が構築した固定資産の減損に関連する内部統

制を検討した。

・経営者の事業計画に関する重要な仮定、使用した情

報、計算方法に関する経営者へのヒアリングを実施し

た。

・経営者が採用した重要な仮定に関して、過年度の事

業計画と実績値との乖離原因の分析等を踏まえ合理性

を検証した。

・経営者が使用した情報に関して、監査済み会計数値

との照合等により正確性を検証した。

・経営者の計算方法、計算結果につき、監査人が再計

算を行いその正確性を検証した。
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　強調事項

　　　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2024年４月18日開催の取締役会において、

2024　

　　年4月18日付で作成した株式交付計画書に基づき、2024年５月15日を効力発生日として、会社を株式交付親会社、

株　

　　式会社北山商事を株式交付子会社とする株式交付を行うことを決議した。

　　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
　その他の記載内容

　　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報

　告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

　役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

　る。

　　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

　他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載　

　内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

　た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報　

　告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す

る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する

と、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証

拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において

連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切

でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続

できなくなる可能性がある。
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・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸

表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査

証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため

にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であ

ると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当

該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じ

る不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該

事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、新都ホールディング

ス株式会社の2024年１月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、新都ホールディングス株式会社が2024年１月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき

重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して

内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査に

おける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社

及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
　　強調事項

　　内部統制報告書に記載のとおり、会社の決算・財務報告プロセスに開示すべき重要な不備が存在しているが、会

社は必要な修正は全て財務諸表及び連結財務諸表に反映している。

　　　これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財

務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能

性がある。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表

明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を

実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づ

いて選択及び適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体とし

ての内部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。

監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意

見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施

結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため

にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以上
 

 

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出
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　　　会社が別途保管している。

※２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2024年４月26日

新都ホールディングス株式会社

取締役会　御中

 
監査法人アリア

東京都港区
 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 茂　　木　　秀　　俊 ㊞
 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 山　　中　　康　　之 ㊞
 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている新都ホールディングス株式会社の2023年２月１日から2024年１月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監

査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新都

ホールディングス株式会社の2024年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全て

の重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして

いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であ

ると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成に

おいて対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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貿易事業売上の実在性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（貿易事業売上の実在性）と同一内容

であるため、記載を省略している。
 

 
株式会社大都商会に関する関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

会社が【注記事項】（重要な会計上の見積り）関係会

社株式の評価に記載している通り、将来の不確実な経済

状況の変動により、関係会社株式の実質価値を著しく低

下させる事象が生じた場合、財政状況、経営成績に影響

を及ぼす可能性があると考えられる。将来の経済状況に

は、今後の市場予測や売上計画等の重要な仮定を含み、

これらには経営者の主観的判断が含まれ、不確実性が高

い。

以上より、当監査法人は株式会社大都商会に関する関

係会社株式の評価を監査上の主要な検討事項に該当する

と判断した。

当監査法人は、株式会社大都商会に関する関係会社

株式の評価を検討するため、主に以下の監査手続を実

施した。

・経営者が構築した関係会社株式の評価に関連する内

部統制の整備状況を評価し、運用状況の有効性を評価

した。

・当該関係会社株式の取得原価と実質価額を比較し、

実質価額の著しい低下が生じたか否かについて、会社

の判断の妥当性を評価した。

・取得当初の事業計画等の達成状況を検討し、当該関

係会社株式の実質価値に含まれる超過収益力の経営者

評価の妥当性を検討した。
 

 
 
　　強調事項

　　重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2024年４月18日開催の取締役会において、2024

年4月18日付で作成した株式交付計画書に基づき、2024年５月15日を効力発生日として、新都ホールディングス株式

会社を株式交付親会社、株式会社北山商事を株式交付子会社とする株式交付を行うことを決議した。

　　　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 
 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
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意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基

づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や

会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセー

フガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益

を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
 

 

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出

　　　会社が別途保管している。

※２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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　 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
 

2024年９月13日

新都ホールディングス株式会社

取締役会  御中

 

監査法人アリア

東京都港区
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 茂　木　秀　俊  

 

代表社員

業務執行社員
 公認会計士 山　中　康　之  

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている新都ホールディ

ングス株式会社の 2024年2月１日から2025年1月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年2月１日から2024

年7月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計

算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、新都ホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年7月31日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手した

と判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論

に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。                                                                                          以 上

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は、当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

       ２．XBRLデータは、期中レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

新都ホールディングス株式会社(E02960)

有価証券届出書（組込方式）

55/55


	表紙
	本文
	第一部証券情報
	第１募集要項
	１新規発行株式
	２株式募集の方法及び条件
	(1)募集の方法
	(2)募集の条件
	(3)申込取扱場所
	(4)払込取扱場所

	３株式の引受け
	４新規発行新株予約権証券（第７回新株予約権証券）
	(1)募集の条件
	(2)新株予約権の内容等
	(3)新株予約権証券の引受け

	５新規発行新株予約権証券（第８回新株予約権証券）
	(1)募集の条件
	(2)新株予約権の内容等
	(3)新株予約権証券の引受け

	６新規発行による手取金の使途
	(1)新規発行による手取金の額
	(2)手取金の使途


	第２売出要項
	第３第三者割当の場合の特記事項
	１割当予定先の状況
	２株券等の譲渡制限
	３発行条件に関する事項
	４大規模な第三者割当に関する事項
	５第三者割当後の大株主の状況
	６大規模な第三者割当の必要性
	７株式併合等の予定の有無及び内容
	８その他参考になる事項

	第４その他の記載事項

	第二部公開買付け又は株式交付に関する情報
	第１公開買付け又は株式交付の概要
	第２統合財務情報
	第３発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交付子会社との重要な契約）

	第三部追完情報
	第四部組込情報
	第五部提出会社の保証会社等の情報
	第六部特別情報
	第１保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類

	監査報告書

